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　 はじ め に

「CSR(企業の社会的責任)経営元年」と言われる2003（平成15）年から既に15年以上が経過す
るとともに、経済活動のグローバル化や人々の意識の多様化に伴い、日本におけるCSRの概念
は、私たちの社会に少しずつ浸透してきたかに思えます。

一方、不祥事により長年培ってきた信頼を失い、経営不振や破綻に至るといった企業の実態が
次々に表面化し、社会問題となっていることも見逃せない事実です。このような中「企業の社会的
責任(CSR)」に対する人々の関心はますます高まり、人権を尊重した企業経営は不可欠なものと
なっています。また、人権を取り入れた活動を実践することにより、企業活動の効率性や生産性が
向上し、優れた商品開発や、優秀な人材確保につながるなど、会社の業績に大きく影響すること
に注目が集まっているのです。

国際的な動向としては、2010（平成22）年11月、社会的責任に関する国際規格である
「ISO26000」が発行され、企業をはじめ、地方公共団体、学校、病院、NPOなどあらゆる組
織を対象とした社会的責任を果たすためのガイダンス（手引き）が示されました。日本ではこの
ISO26000を普及・拡大させることを目的に、2012（平成24）年3月に「JIS Z 26000」が制定
され、企業をはじめとするあらゆる組織は、社会を構成する一員として、人権への配慮を中心に、
社会的責任に関するさまざまな期待に応えていくことが求められている状況にあります。

経済産業省中小企業庁では、企業の社会的責任（CSR）や人権課題に関する企業の取組みを推
進・支援することを目的に、2002（平成14）年から「企業の社会的責任と人権」セミナーを開催し
ており、有識者による「企業の社会的責任（CSR）」に関する基調講演と、CSRに積極的に取り組まれ
ている企業からの具体的な実践事例を紹介しています。

本パンフレットは、同庁の委託事業として、平成27年度に北九州・浜松・京都の3会場で開催し
た「企業の社会的責任と人権」セミナーの内容を取りまとめたものです。

本パンフレットを皆様の職場における人権啓発活動及びCSR活動の参考にしていただき、より
よい企業の職場づくりの一翼を担うことができれば幸いです。

※本パンフレットにおいて紹介している事例内容等は、セミナー開催当時のものです。そのため、統計データ
等について、現時点とは異なる場合があります。
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従業員（職員）のやる気を
起こさせる“CSRと人権・労働”
～ 強く、やさしい、しなやかな組織をめざして～

社会的責任は
企業だけでなくあらゆる
組織で求められる

本日の講演は次の6つの項目を柱
にしたいと考えています。
1． ISO26000はあらゆる組織に必要。
2． SR（組織の社会的責任）は、コンプラ

イアンスから社会貢献まで。
3． 活力ある組織は、サーバント（他者を

支援する）・リーダーが生み出す。
4． 相手を思いやる「共感の思想」。
5． 気付きの促進で、しなやかな組織を。
6． 目線は従業員（職員）、視点は社会。

さて、2010（平成22）年11月1日
にISO26000（社会的責任規格）が
スタートしました。企業だけではなく、
病院、大学など2人以上の組織なら
ば、あらゆる組織で求められる社会的
責任です。例えば、病院ならばホスピ
タル ソーシャル レスポンシビリティ、
大学ならばユニバーシティ ソーシャ
ル レスポンシビリティとなります。前
提条件としては①マネジメントシステ
ム規格でなく、ガイダンス、②あらゆ

る組織を対象とする規格、③要求事
項を規定するものではない、④第三
者認証を目的としない、⑤コンプライ
アンスを含む、などが挙げられます。
これまでのISO9000（品質マネジメ
ントシステム規格）やISO14000（環
境マネジメントシステム規格）のような

「絶対こうならなくてはいけません」
という内容ではなく、また、第三者認
証を目的としないので膨大な書類も
いりません。「我が組織はここに課題
がある、今年のテ−マはこれ。この部
分は来年取り組んでいこう」と、それ
ぞれに道のりを定め、「それに向かっ
て進んでいきましょう」というのが趣旨
です。日本ではJISZ26000として進
められています。

それではCSRとは何でしょうか。企
業と社会の持続可能な発展促進を目
的とし、不祥事の発生を未然に防い
で経済、環境、社会に対して積極的に
貢献していくために、ステークホルダー

（利害関係者）の参画を通じて共に進
める制度的義務と主体的取組みの責
任、このように規定できると考えます。

そこにはガードを固める守りのCSRで
ある法的責任と経済的責任、戦略思考
の攻めのCSRである倫理的責任と社
会貢献責任があります。最低限の責任
は法的責任です。よく「我が社はCSR
なんて、とてもとても。まだそのレベ
ルではない」と言う経営者がいます。こ
れは4つの責任のうち社会貢献的責
任ができていないことだけを意識した
CSRへの大きな誤解です。社会貢献活
動がCSRそのものではありません。さ
らに言えば、CSRは企業規模の大小や
特定地域に限定されないのです。

多様な価値を
認め合うためには
共感が必要である

日本企業に課せられているSRの課
題。それは人権です。差別は許され
ません。老若男女、皮膚の色、人種、
障がいのある人、性的指向などを乗
り越えてみんなで手を携えて共に歩
む。それは言うまでもなく、多様な価
値を認め合うことであり、それにはす

水尾順一
M i z u o  J u n i c h i

駿河台大学経済経営学部教授
同大学院総合政策研究科教授
日本経営倫理学会副会長
一般社団法人
経営倫理実践研究センター首席研究員

病巣・
おかしなこと

妥協

諦め
大企業病

ゆでガエル現象

組織崩壊

人にやさしい
マネジメント
自分と相手の間に
「心の懸け橋」をつくり
コミュニケーションをとる

ハラスメントの
基準は相手が
決めるもの
相手の立場で考える

接する人はお客様
相手を尊重する
おもてなしの精神 強く、やさしい、

しなやかな組織へ
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●ハラスメントを回避して人にやさしい組織へ



従業員（職員）のやる気を
起こさせる“CSRと人権・労働”
～ 強く、やさしい、しなやかな組織をめざして～

べてのステークホルダーに対する「共
感（Sympathy）」が必要です。「人権
に関する取組み」で社内の人権意識
を高めると、次のような効果が生まれ
ます。①人権侵害の防止、②CSRの
推進、③企業の社会的イメージの向
上、信用確保。そこに至るためには、
乗り越えるべき日本企業の課題があ
ります。①パワハラ、いじめ（ハラスメ
ント）、②残業、健康（メンタルヘルス）、
③男女共同参画（ワークライフバラン
ス）、これらの課題はコミュニケーショ
ン不全によるものであり、組織の活力
を高めることが重要です。

では、3つの課題は具体的にどのよ
うな内容でしょうか。まず「ハラスメン
ト」のケースで考えてみましょう。「部
下の女性にデュエットを強制した」。こ
れはカラオケハラスメント（カラハラ）
です。「仕事の遅い部下に教育的指導
も兼ねて怒鳴った」。これは指導では
ありません。まさにパワハラ。
「職場の懇談会で一人酒を飲まな

い部下に一気飲みさせた」。これはア
ルコールハラスメント（アルハラ）。急
性アルコール中毒で死に至ることも
あります。「職場懇親のゴルフ大会で
勝てそうな若手従業員と一打1万円
の賭けゴルフをした」。賭けゴルフは
問題があります。「取引関係にある役
所の職員（国家公務員）とゴルフをし
た。負けた方がお昼の食事をごちそ
うすることにした」。お昼の食事をごち
そうする程度は社会通念上許されて
います。ただし、国家公務員は倫理規
定により利害関係者とゴルフ・遊戯等
をしてはならないことになっています。

「日ごろ『君、かわいいね』とにやけな
がら言う部長。不快なので『最近、部
長さん髪の毛が薄くなりましたね』と
返したら、部長がむっとした顔をした」。
部長が「君、かわいいね」とにやけなが
ら言うのは容姿や見た目に関わるこ
とで、相手が不快に思えばセクハラで
す。女性が「最近、部長さん髪の毛が

薄くなりましたね」と返し部長がむっと
した顔をしたから、これもセクハラで
す。ただし部長が「いいんだ。俺はこ
れで世の中明るくしているんだ」と笑
顔で返せばハラスメントにはなりませ
ん。本人がどう感じるか。そこが問題
です。「妊娠した従業員に仕事が大変
だろうと思い、正社員から非正規社員
へ一方的に雇用契約を変更した」。こ
れはマタニティハラスメント（マタハ
ラ）です。勝手にそういうことをやって
はいけません。

CSR成功の秘訣は
従業員の理解と納得

このようにハラスメントにはいろい
ろあります。ハラスメントにならない
ためにはどうしたらよいでしょう。例え
ばパワハラ。部下の指導とハラスメン
トを混同していないか。部下を「育て
る」意識があるかないか。そこがポイ
ントになるでしょう。旧来型リーダー
シップの「怒鳴り、指示なし、突き返
す、見ない、丸投げ、無関心」ではなく、
サーバント・リーダーシップ（部下支
援のリーダーシップ）が大事です。そ
れは奉仕であり他者（お客様や部下）
支援のリーダーシップなのです。これ
を実践したのが江戸時代の名君とし
て知られた上杉鷹山です。彼は言いま
した。「君主（リーダー）のために臣（部
下）や民（市民・お客）があるのではな
い。臣や民のために君主がいる」。現
代の日本でもこうした考えの会社は
あります。逆の会社もあります。大企
業病が典型です。おかしなことが少し
ずつ続き、でも何を言っても駄目だ
と「妥協」や「諦め」が進んで組織が崩
壊する。いわゆる「ゆでガエル現象」で
す。そうしたことを回避するためには、
自分と相手の間に心の懸け橋（ラポー
ル）をつくることです。

2つ目の課題である「メンタルヘル
ス」を保つには「思いやりのコミュニ

ケーション」が大切です。自由にもの
が言える雰囲気が組織にありますか。
新入社員だから、女性だから言えな
いのでは駄目です。それから大切な
のは、相手を受け入れる心の広さ。ま
ず聴く。難しい顔をしない。常に笑顔。
こうしたことが心の広さにつながりま
す。最後はみんなが考えていること、
価値や目標の共有。この3つがポイン
トとなります。

男女共同参画では、人事などにお
ける女性の処遇や業務分担、福利厚
生、働き方支援が問われます。もちろ
んセクハラやガラスの天井（それ以上
は上にいけない見えない障害）は駄目
です。

パワハラ、セクハラなどのハラスメン
トの基準は「相手が決めるもの」。差別
をなくすには①多様性を認め合うこと、
②同じ人間として相手を尊重すること、
③人を思うやさしさが根底にあること、
これらが必要です。そのためには、「い
つでも、どこでも、接する人はお客様」
と考えるといいでしょう。相手を「お客
様」として尊重するのです。仕事をする
とき、この考えで仕事をすればハラス
メントは起きないと思います。

CSRを進めるには従業員の理解と
納得、この2つが大切です。そのため
にはコミュニケーションや教育、マニュ
アルなどが大事になってきます。そこ
で重要になるのがコミュニケーション
啓発活動であり、常に目に触れる意識
喚起のコミュニケーションツール（活
動用具／キャッチコピーをつけた付箋
など）を準備しておくと、CSRに対する
従業員の理解と納得が進みます。

従業員はSRを推進する主体である
とともに、対象（客体）としてのステー
クホルダーでもあります。両方の立場
を持っています。したがってSRを進め
るにあたっては従業員の目線が大事
になってきます。その場合、社会全体
の利益となるための視点を取り入れる
ことが大事なのです。
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ヒアリングを重ね
状況やニーズをつかむ

まず、当社における男女共同参画、
子育て支援などへの取組みの歴史を
お話しします。1992（平成4）年に育
児休業法が施行されたとき、ただち
に育児休業制度を導入しました。しか
し制度を利用する従業員はなかなか
おらず、制度導入の5年後に初の取得
者がでました。それからは取得者が続
きましたが、取得者からは育児休業明
けはすぐに育児休業前の状態で復帰
できず働きづらいという声がありまし
た。そこで、復帰に備えて6つの勤務
体系を用意し、その中から選べるよう
にしたのです。当時としては珍しい制
度であり、2002（平成14）年には「第
1回福岡県男女共同参画企業賞」を受
賞しました。翌年には福岡県の「子育
て応援宣言企業」に第1号で登録して
います。2010（平成22）年にはやは
り福岡県の「子育て応援の店」に登録。

こうした活動が評価され
たのか、同じ年に内閣府の

「チャイルド・ユースサポー
ト章」を受章しています。

それでは個々の取組み
の中身を説明します。

当社の育児休業制度は
基本的に法律に準じた内
容です。その中で特徴的
なところが2点あります。
１つはヒアリングに力を入
れていること。休業前と復
帰前、2回行っています。

休業前ヒアリングでは当社の育児休
業制度の説明が中心です。給付金の
額や支給時期などの説明の他、ご家
族の支援状況の確認も行います。

また初めて出産する女性はいろい
ろと不安や悩みを抱えているので、先
輩従業員の体験やアドバイスを伝え
ています。内容としては産婦人科や公
園でのママ友づくり、保健所の利用の
仕方、赤ちゃんの誤飲などトラブルの
対処法などです。

復帰後の勤務は
6種類の働き方から選ぶ

休業中の仕事に関する情報伝達
は、冊子社内報と映像社内報で行っ
ています。映像版は休業者対象とい
うことではなく、社内用として制作し
ているものです。1週間ごとに制作し
たものを1か月分まとめて送り、情報
を共有するようにしています。

そして復帰2か月前くらいに、復帰
前ヒアリングを行います。このときは、
復帰後の勤務体系の説明や保育園の
待機児童の状況、それに家族の支援
状況をもう一度確認します。家族の支
援状況は出産前と出産後では変わる
ケースがけっこう多いです。その状況
に応じて、ではどういう部署であれば
働きやすいかを検討します。このヒア
リングのときは社内結婚の場合は夫
婦で来てもらい、社外の人と結婚して
いる場合でも、できれば夫婦で来ても
らいます。その上で会社ができること、
家族でやってもらうことを確認します。

山中崇彦
Ya m a n a k a  Ta k a h i k o

株式会社ふくや
支援部人事課長

ポイント ❶ 制度に対する経営者の理解と推進が従業員の定着につながる。
ポイント ❷ ヒアリングにより制度対象者の状況を理解しふさわしい環境をつくる。
ポイント ❸ 業務外の活動も積極的に取り込んでいく。

事例 
 1

博多どんたくの前にボランティアの清掃活動に子どもを連れて
参加する従業員

ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランスの
取組みについて

6

株式会社ふくや
 本社 福岡県福岡市博多区中洲2-6-10
 代表者 川原正孝
 創立 1948（昭和23）年
 資本金 3,000万円
 従業員数 611名
事業内容  味の明太子の製造・販売、
  各種食料品の卸・小売
 URL  http://www.fukuya.com/



2つ目の特徴は復帰後の働き方が
選べることです。通常の従業員と同じ
勤務内容から残業免除、土日祝日の
休日固定化、短時間勤務など、6つの
勤務体系の中から選んでもらいます。
復帰の部署ですが、法律で定められ
ているように元いた部署への復帰が
原則であり、当社もそれを第一として
いますが、6つの働き方のどれを選
ぶかによって働く場所も変わってきま
す。当社の製品販売は基本として直
売であり、直営店は土日はほとんどが
出勤のため、土日祝日も働けるかどう
かが大きなポイントになってきます。

復帰後には毎年1回ヒアリングを
行っており、選んだ働き方が今後も続
けられるかどうか、家族の支援状況は
変わっていないかどうかなどの確認を
行っています。もし問題があれば勤務
体系を変更します。6つの勤務体系を
選べるのはお子さんが3歳まで。それ
でも必要があれば小学校入学前まで
選べます。ほとんどの方が小学校入
学前まで選ぶので、だいたい6年間毎
年1回ヒアリングを行っています。

アットホームな社風が
制度を定着させる

当社で育児休業制度が定着した理
由として一番重要なポイントは、経営
者が率先して制度を取り入れ、取得

を推奨していることだと考えます。通
常、こうした制度は人事部門が作り、
経営層に対してこういう制度をやりた
いのですがいかがでしょうか、という
パターンが多いと思います。当社は
それが逆で、まず社長がやるぞと声
を上げてくれました。そこがこの制度
が定着した大きな要因だと思います。

2番目の理由としては、女性従業員
が多いことによる必然性です。当社は
福岡を中心とする企業ですが採用募
集の際、男性応募者が少なかったこと
もあり、結果として女性を多く採用し
てきました。この女性従業員が接客販
売などで大きな力を発揮してくれまし
た。その女性従業員がばりばり活躍し
ようという時期に、出産で辞めていく
のは会社にとって大きな損失でした。
なんとかつなぎ留めるために、制度を
導入する必然性があったのです。3
番目の理由は家族的雰囲気の社風で
す。経営者と従業員の距離感が近く
アットホームな雰囲気の中で働いてい
ることも大きかったと評価しています。
「働きやすさ」向上のための取組み

もいくつかあります。1つ目が学校行
事への積極的参加の推奨です。小学
校の参観日などは勤務時間の途中で
も行ってもいい仕組みをとっていま
す。例えば、参観日でその後に大事な
会議や商談がある場合は、参観してま
た戻って仕事をすればその間の時間

は勤務時間として認めています。2つ
目が社内行事への子どもたちの参加
です。例えば毎年ゴールデンウイーク
に開催される博多どんたく。毎年、会
社でパレードに参加しており、100人
くらいが参加しています。いつの頃か
らか、参加する従業員が子どもを連れ
てきました。それが徐々に広がり、今
では子どもを連れての参加が当たり
前の雰囲気になっています。その他、
ボランティアの清掃活動に子どもを連
れて参加したり、スポーツレクリエー
ションなど社内行事にも子どもを連れ
ての参加が当たり前になっています。
こうしたことも働きやすさにつながっ
ているのではないかと思います。

最後は地域活動参加への支援で
す。PTAや町内会、あるいはスポー
ツ教室などの活動に対する支援です。
会合などがあるときは勤務時間内で
の参加が可能です。また役員をやる
ような人には、地域役員手当として毎
月手当を支給しています。この目的
は一つは地域貢献であり、もう一つ
は従業員教育の一環です。仕事では
リーダーシップが必要となってきます
が、こうした地域活動に積極的に参加
することで自ずとリーダーシップが学
べ、養われるからです。こうしたこと
も仕事と家庭の両立、ワーク・ライフ・
バランスの一つと当社では考えてい
ます。

育児休業
申請

休業前
ヒアリング

休業
開始 出産 復帰前

ヒアリング 復帰

育児休業制度の説明、
家族の支援状況等確認
出産・休業にあたってのアドバイス

復帰後の
勤務体系説明、保育園、
家族の支援状況等確認

休業中は社内報
（冊子、DVD）等で
情報発信

年1回のヒアリング
（通常勤務体系に戻るまで）
（要望のある場合は複数回実施）

勤務体系の変更・
継続確認
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利他の心でお客様に
満足を提供する

タイトルにあるキャストの意味から
説明します。私たちは障がいのある人
をキャストと呼んでいます。なぜキャ
ストか。ディズニーランドのように日本
ウエストンというステージで人生を演
じていただきたい。その想いを込めて
キャストと呼んでいるのです。

当社は従業員30名の中小企業で
す。キャストはそのうち6名です。社
会福祉法人清穂会の事業所やタオル
サービスの会社とウエストングループ
として一緒に事業を展開し、障がいの
ある人の就労勤続支援を行っていま
す。グループ全体では226名。そのう
ちキャストは126名です。日本ウエス
トンの設立は1970（昭和45）年。経
営理念は「活

い
かす」。人を活かし、物を

活かし、資源リサイクル活動を通じて
社会貢献に努め、お客様と従業員が
誇りと喜びを共創できる会社を目指し
ます。大切にしていることは、輝く仲

間（従業員）の夢を実現
することです。これまで
に「第2回日本でいちば
ん大切にしたい会社大
賞中小企業庁長官賞」や

「 第12回企 業フィラン
ソロピー大賞」などを受
賞しています。

当社の事業内容は工
場で使う清掃用品、油の
ついたウエスや手袋な
どの、簡単に言えば洗濯

です。キャストはウエスの整理や手袋
の選別、仕上げ作業などを担当してい
ます。そうした仕事に携わってもらう
ために、私たちが大切にしているのは
掃除やあいさつ、学びの徹底です。

ウエストンの使命は、お客様満足の
提供であると考えています。そのた
めに一番大切なのが「利他の心」です。
お客様に喜んでいただくことが自分自
身の幸せであり、自分も楽しいという
気持ちです。キャストも含めて全員が
輝く環境のステージで最高に演じ喝
采を浴びています。

障がいのある人の雇用は
イノベーションである

キャスト雇用はイノベーションであ
ると考えています。なぜイノベーショ
ンなのでしょうか。仕事に合わせて障
がいのある人を雇用すると無理が出
てきます。しかし障がいのある人に合
わせて仕事を見つけ出して雇用すれ
ば、障がいのある人でもできる仕事が
いろいろ見えてきます。それは施しか
ら仕事へという思想につながります。

当社は、好景気の時代でも、現代の
ような少子高齢社会でも、人手不足
に悩んできました。その中で障がいの
ある人を戦力として登用してきたので
す。そのために行ってきたのが障がい
のある人に合わせて仕事を作るという
ビジネスモデルです。このビジネスモ
デルは当社だけでなく、製造、営業、
管理など、どのような業種業態でも通
じると考えています。

日本ウエストン株式会社
 本社 岐阜県岐阜市柳津町高桑1-48
 代表者 臼井麻紗杜
 創立 1970（昭和45）年
 資本金 2,400万円
 従業員数 30名
 事業内容 ウエストンタオルのリース
  および販売、各種特殊クロスの
  生産および販売、
  消耗品の再生リサイクル処理加工
  および再生品販売
 URL  http://www.weston.co.jp/

臼井麻紗杜
U s u i  M a s a t o

日本ウエストン株式会社
代表取締役社長

ポイント ❶ 障がいのある人にも会社や仕事で人生を演じてもらい輝いてもらう。

ポイント ❷ 仕事に障がいのある人を合わせるのではなく、
障がいのある人に合わせた仕事を見つけ出す。

ポイント ❸ お客様、社会、会社の3点から物事を考え対応していく。

事例 
 2

キャストなどによる作業の様子

障がい者雇用
障がいを乗り越え一人の働き手に
キャストも輝くステージ
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障がい者雇用の世の中の流れはど
うだったでしょうか。2005（平成17）
年には障害者自立支援法が成立しま
した。2012（平成24）年にはその一
部を改正し、障害者総合支援法が成
立しました。国が支えるのではなく、
社会が支えることを目指したのです。
障がい者法定雇用率が従業員50人
以上で2%が義務となり、さらには障
がいのある人が一般就労できる環境
づくりも進められています。2018（平
成30）年には精神障がい者の雇用も
義務化されます。

こうした流れの中で、今私たちが取
り組んでいるのは、CSRから一歩進め
てCSV（Creating Shared Value＝
共有価値の創造）といった環境づくり
です。

CSVとは社会にとっての価値と企
業にとっての価値を両立させて、企業
の事業活動を通じて社会的な課題を
解決することです。昔から伝わってき
た近江商人の言葉「三方よし（売り手よ
し、買い手よし、世間よし）」も同じ意味
でしょう。それでは、それは具体的に
どのような内容の活動でしょうか。

坂本光司法政大学教授が書かれた

『日本でいちばん大切にしたい会社』
は、人を大切にする会社を取り上げ
大きな反響を呼びました。その中で、
日本で大切にしたい会社の経営指標
として次の項目が挙げられています。

「従業員と家族に関すること」、「外注
先・仕入先などに関すること」、「顧客
に関すること」、「障がい者雇用など社
会貢献に関すること」、そして「企業継
続の布石」です。

四方・八方よしの
社会実現を目指す

当社の事業内容はすでに話しまし
たように、清掃品のクリーニングです。
単なるクリーニング会社でなく、例え
ば特殊繊維資材の提供や、工場で捨
てている廃棄物のリサイクルを通して
ゼロエミッション企業に役立てていた
だくなど、問題を解決する会社であり
ます。そうした活動を継続することで、
また、さらにさまざまな組織や団体を
巻き込みコミュニティをつくり、活動
することで、お客様の課題である繊維
廃棄物のゼロエミッション、社会の課
題である障がいのある人の仕事を通

しての自立、会社の課題である仕事
を継続してくれる働き手の育成といっ
たさまざまな課題を解決していきた
いのです。具体的には、ウエストング
ループが他の更生施設や就労継続事
業所に仕事を発注し就労の機会を増
やすのです。そうしてさまざまな組織
がコミュニティをつくり、それにより三
方よしから四方・八方よしの社会実現
を目指しています。

アメリカの心理学者、アブラハム・
マズローは人間の欲求を5段階に分
類しましたが、私はその5段階目の「自
己実現の欲求」の上に、さらに6段階
の「私から公に」があると考えます。自
己実現から社会実現です。それが先
ほど述べたCSVではないでしょうか。

人を大切にする経営のためのぶれ
ない理念は7つあると思います。1.哲
学、2.トップの思いの伝授、3.社員全
員の周知、4.社員が自ら考えて動く、
5.一人ひとりの社員の可能性を信ず
る、6.急成長ではなく、ゆっくり成長を
目指す、7.与えられているものに感謝
している。こうした理念に基づくと、事
業や活動を別の面から捉えることが
できます。例えば切粉がたくさん付い
ているウエス。普通のクリーニング業
では引き受けません。手間がかかる
し、100%きれいになるという保証も
できないからです。それを、手間がか
かるということは雇用の場が増えるか
もしれないという発想で捉え、製造工
程に工夫を凝らします。そうすると障
がいのある人でも働ける可能性が大
きくなります。お客様にも喜ばれるし、
みんなが継続して幸せになるのです。

障がいのある人が就労することで
社内は変化します。人財が多く育ち、
企業価値＝経営品質が高まり、三方よ
しで世間からの評価が向上します。そ
して、障がいのある人の雇用によるイ
ノベーションはどこでも可能であると
感じています。
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企業規模の大小に
かかわらず社会的責任を
果たすことができる

知恵を出し合ってふさわしい
社会的責任を考える

水尾　会場からの質問に答えながら、
ディスカッションしていきます。まず、
山中さんに育児休業を取得している
人数と、復帰後の勤務態勢に伴うリス
クについて伺います。
山中　その年によって違いますが、だ
いたい5 〜10人、多い年で13 〜14
人です。リスク管理の仕組みは特にあ
りません。しかし復帰後1年くらいは子
どもの病気などで休むケースは多く
発生します。それに対しては所属部署
で対応します。部署の責任者にはフォ
ローをお願いし、当人にはフォローに
対して必ずお礼を言うようにとしっかり
言い聞かせています。
水尾　次にお二人にお聞きします。お
二人が報告されたような先進的な取
組みが一般化したとき、その先どの
ように他社との違いを出していくので
しょうか。
臼井　私たちは別に1番、2番を競って
いるわけではありません。みんながよ
くなればいいわけです。他社が同じよ
うにすれば、それだけ日本がよくなる
からいいのではないでしょうか。仕事
を得るためにあえて他社との違いを出
しているわけではなく、自分が住んで
いるコミュニティをみんながいいねと
思えるような社会を築いていけるなら
ば、まねする企業がどんどん出てくる
のは、非常に喜ばしいと思います。
山中　当社の取組みは戦略的にやっ
てきたものではなく、あくまでも、やむ
にやまれぬ思いからやってきたもので
す。それがたまたま社会の注目を浴び
ていますが、もし当社の事例が本当に

参考になって他社でもできるというこ
とならば、ぜひまねしていただきたい。
これからの社会情勢は次第に変わって
くると思います。そのときはまた新た
な施策を考えないといけないと思って
います。
水尾　私宛ての質問です。「大企業は
社会や環境に与える影響が大きく、そ
れに応じた責任があることは分かりま
す。それでは中小企業はどう考えたら
いいのでしょうか」。確かに大企業には
大きな責任がありますが、それでは中
小企業にはないかというと、そうでは
ない。例えば創業間もない中小企業
が、まず社会に迷惑を掛けないで、早
く配当をしたいと考え活動する。これ
は法的責任と経済的責任で立派に社
会的責任を果たしていると思います。
その会社の置かれた状況によって、社
会的責任は変わっていいのです。です
から、大企業だからといって全部やら
なければいけないと考えることはあり
ません。中小企業も当然そうです。そ
の企業にふさわしい社会的責任の取り
方を、従業員とともに知恵を出してい
けばいいかなと思います。

障がいのある人が働きやすい
ルール作りを目指す

臼井　その意味で紹介したいのが思
いやり発注、ハートフル発注です。障
がいのある人を自分のところで雇用で
きなければ、障がいのある人を雇用し
ている企業の商品を買うのです。障が
いのある人を直接雇用できなくても間
接雇用することになります。例えば名
刺。障がいのある人が名刺を刷ってい
る作業所などに注文をするのです。こ

水尾順一
M i z u o  J u n i c h i

駿河台大学経済経営学部教授
同大学院総合政策研究科教授
日本経営倫理学会副会長
一般社団法人
経営倫理実践研究センター首席研究員

山中崇彦　
Ya m a n a k a  Ta k a h i k o

株式会社ふくや
支援部人事課長

臼井麻紗杜　
U s u i  M a s a t o

日本ウエストン株式会社
代表取締役社長
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企業規模の大小に
かかわらず社会的責任を
果たすことができる

れならば今日からでもすぐにできるで
しょう。中小企業でもやれることはいっ
ぱいありますね。
山中　私どもの会社も中小企業です。
できることは限られていますが、その
中で知恵を働かせて活動しています。
博多どんたくに会社として参加してい
ますが、企業の宣伝というより福岡を
盛り上げていこうという気持ちでやって
います。そうすると、祭りの前には博多
の街をきれいにしたい。そこで社内か
らボランティアを募り、ゴミ拾いをして
います。そうすると子ども連れでわい
わい参加してくれます。こういう形でも
いいと感じています。
水尾　次の質問です。障がいのある人
専用の雇用体系や仕事の必要性です。
臼井　障がいのある人とそうでない
人を同じ区分でくくるのは無理です。
大企業には特例子会社があり、障が
いのある人専門の働きやすい環境を
つくろうとしています。中小企業でも
障がいのある人が働きやすい環境で
仕事をしてもらった方がいいと考えま
す。差別ではないかという方もいま
すが、障がいがあるということはやは
りハンディキャップがあるわけです。
別に障がいのない人と一緒にしなく
てはならないということはないでしょ
う。いろいろな就業規則があってい
いし、障がいのある人が働きやすい
ルール作りを、ハローワークなどいろ
いろな組織とネットワークを組んで行
うのがいいのではないでしょうか。

山中　当社は障がい者雇用に関して
は、これからの取組みであり勉強中で
す。障がいのある人が働くにあたって
は本人が何ができるのかの見極めが
必要だと思います。この人は何ができ
るのか。そこを見極め、伸ばす教育を
していきたいと思っています。

働きやすい職場の基本は
仕事を楽しく感じること

水尾　最後の質問です。従業員が働
きやすい職場づくりをするために、一
番大事なことは何でしょうか。
山中　働く環境の整備よりも大事なこ
とは、楽しく働くことだと思っています。
会社生活はおよそ40年ほどあるわけ
です。これから先はもっと長くなるかも
しれません。しかも1日8時間労働に加
え通勤時間なども合わせると、1日の
かなりの部分が仕事で拘束されるわけ
です。その仕事を楽しく感じられなけ
れば、そもそも人生が楽しくないでしょ
う。楽しくないことをずっと続けるのは
無理があります。ここが一番大事なこ
とではないでしょうか。そこで私は従業
員に対し、昇格したときや研修のとき
に、いつも聞いています。「あなたは何
のために働いていますか」「ふくやで何
をしたいと思って就職しましたか」。当
然、働く目的は年を取るごとに変わりま
す。大事なのは仕事に流されてしまう
のではなく、自分はいったい何のため
に働いているのかを、定期的に自分自

身に問い掛けること。そのことを従業
員には伝えています。
臼井　情報の共有化とコミュニケー
ションだと感じています。そのために、
例えば言われてうれしい言葉、悲しい
言葉を一人ずつ「夢ポスター」という
ものにして貼り出します。夢ポスター
ですから、人生の中でこれだけはやり
たいこととか、こうなりたいといったこ
とも書き出します。そうするとそれぞ
れの情報や考えていることが共有され、

「彼にはここまではいいけど、ここま
では駄目だな」などとコミュニケーショ
ンが深くなります。当社では12月に
翌年の有給休暇取得日を決めてもら
い、それを経営計画書の中に明記しま
す。ある人はホノルルマラソンに参加
したいので、この日を休みたいと言い
ます。やりたいことをオープンにして
もらい、みんなで支え合います。休暇
の取得の状況によっては、会社の行事
をずらすこともあります。「熱意×能力
×考え方」という掛け算がよく言われ
ます。それぞれの熱意と能力と考え方
がどのようなものかを、全員が共有し
関わりながら大切にしていく仕組み作
りを今やっています。
水尾　会社は従業員の器以上には
大きくならないという言葉がありま
す。従業員の成長が会社の成長に
つながり、会社が成長することによっ
て社会にまた成長の芽を広げる。
そして社会を明るくすると言われます。
ふくやでは、ワーク・ライフ・バランス
を目指し子育て支援の仕組みを作り
活用しています。それが自分自身や会
社の成長につながり、地域発展にもつ
ながっています。日本ウエストンでは、
障がい者雇用を通して皆が絆、気付
き、共感を得ているのではと思われま
す。絆、気付き、共感の3つを私は新
3Kと言っていますが、それを企業に取
り込むことによって社会の発展につな
がっていくのではないかと思います。
本日はありがとうございました。
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企業の社会的責任と人権
～国際的視点と企業の役割～

CSRで求められる3つの責任

CSRは「企業の社会的責任」と訳
されますが、分かりやすく表現すれば

「世のため人のため」というのが基本
の考え方です。私は「企業が社会の一
員として、社会に対して果たすべき役
割と責任」と定義しています。

では、どのような役割と責任を果た
すべきか。第1が「サステナビリティ」
です。「持続可能性」とか「持続的な発
展」と訳されます。これは、地球の環
境を保全し、後の世代まで残していく
責任があるということです。「あれが
欲しい、これが欲しい」と、現代の我々
がどんどん自然の資源を枯渇させる
と、我々はニーズを満たせますが、後
の世代が生きていけなくなります。1
つしかない地球の環境を壊さずに
守っていく責任が、企業だけでなく誰
にでもあります。

第2は「ステークホルダーとのコ
ミュニケーション」です。横文字が多
くて恐縮ですが、ステークホルダーと
は、株主や従業員、取引先、消費者、
地域社会といった、企業を取り巻く利
害関係者のことです。今、対話とかコ
ミュニケーションを超えて、「エンゲー
ジメント」という言葉が登場していま
す。利害関係者の意向を聞いて、場
合によっては手を取り合って行動す
る。例えば、企業が商品を作る場合
でも、お客様の声を聞き、それを織り
込んで、商品化する姿勢が求められ
ます。そのために企業は、消費者だけ
でなく、あらゆるステークホルダーに
情報を提供しなければならない。情
報を提供しないと、ステークホルダー
がその企業を正しく評価できないか
らです。

第3が「トリプル・ボトムライン」です。
トリプルとは「経済」「社会」「環境」の3

つを指します。企業には、利益など経
済的な価値を生み出す責任がありま
すが、それに加え、社会と地球環境の
3つに配慮したバランスある行動をと
る責任がある。今日のテーマである
人権は、安全・衛生や雇用、働きやす
い労働環境、公正で公平な取引慣行、
地域への貢献とともに、「社会」の領
域に属します。

以上のことを内容とするCSRに積
極的に取り組むことは、不祥事の回
避や良質な人材の確保、消費者な
どステークホルダーとの関係改善、
株式市場での評価向上、企業ブラン
ドの向上といったメリットをもたらし
ます。

取組みの中核的な課題は

グローバル化の進展に伴い、人権
の問題も、国内だけでなく国際的な

田中宏司
Ta n a k a  H i r o j i

一般社団法人経営倫理実践研究センター
理事・首席研究員
東京交通短期大学名誉教授（元学長）
元「ISO/SR国内委員会」委員
元「ISO26000JIS化本委員会」委員

2 世のため人のため

1サステナビリティ

ステークホルダーとの対話

トリプル・ボトムライン

環境

社会

経済

3

持続可能性

エンゲージメント
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企業の社会的責任と人権
～国際的視点と企業の役割～

視点が求められる時代を迎えていま
す。1948（昭和23）年に「世界人権
宣言」が採択されましたが、その後の
世界で人権が損なわれるような深刻
な状況が続いています。女性や子ど
も、高齢者、障がいのある人、人種や
国籍、宗教の違いなどをめぐり、人権
侵害に関わる多くの問題が、未解決
のまま残されています。加えて最近
では、インターネットを通じた人権侵
害や、遺伝子情報の不適切な取り扱
いといった、科学技術の発展に伴う新
しい問題も出てきました。

こうした状況を踏まえ、人権をは
じめとするCSRの企業行動原則とし
て、1999（平成11）年のダボス会議
で「国連グローバル・コンパクト」が
定められ、2005（平成17）年から約
5年間に及ぶ議論を経て、CSRに関
する国際規格としてのISO26000
ができました。

ISO26000では、社会的責任を「組
織の決定及び活動が社会及び環境に
及ぼす影響に対して、次のような透
明かつ倫理的な行動を通じて組織が
担う責任」と定義し、①健康及び社会
の繁栄を含む持続可能な発展への貢
献、②ステークホルダーの期待への
配慮、③関係法令の遵守と国際行動
規範との整合性、④組織全体での統
合とその組織の関係の中での実践、
の4項目を掲げています。④は少し分
かりにくい表現ですが、自社のみでな
く、グループ会社や下請けなどとの
関係まで広げて、社会的責任を果た
すという意味です。最近ではマンショ
ン建設の際に下請けでデータが偽装
された事件がありましたが、問題を
起こした下請け会社だけでなく、マン
ションを販売した会社まで責任を問わ
れることになるわけです。

その上で、この国際規格に準拠し
た日本の国内規格JISZ26000が、
2012（平成24）年3月にできました。
ISO26000と同じ内容でJIS化され

たのです。
CSRには「組織統治」「人権」「労働慣

行」「環境」「公正な事業慣行」「消費者
課題」「コミュニティへの参画及びコ
ミュニティの発展」という7つの中核
主題があります。例えば「労働慣行」で
は、①労働は商品ではない、②世界
人権宣言・ILO労働基準の内容を法
律で保障する、という2つのポイント
が明示されています。長時間労働を
防ぐとか、安全・衛生やメンタルヘル
スに気を付けるといった取組みがここ
に含まれます。その中で、「人権」に関
する実践参考事例として挙げられて
いるのは、「ハラスメントの撲滅」「ダ
イバーシティ」「女性の活躍促進」「雇
用差別の撤廃」「障がい者雇用」です。

2つの事例から
「企業と人権」を考える

最後に、人権に関して最近ありがち
なケースを2つ考えてみましょう。

1つ目は、上司の熱血指導が原因
で、ある日突然、新入社員が出社しな
くなったという事例です。上司は「新
人を早く一人前に育てなければ」との
思いで、連日夜遅くまで指導をしてい
ました。

新人育成に対する上司の熱意は理
解できますし、部下指導が管理職の
重要な仕事であることは間違いあり
ません。しかしその熱血指導も、相手
の人権への配慮を欠いたものであれ
ば、パワハラになってしまいます。パ
ワハラは人権侵害です。厚生労働省
のワーキンググループが、パワハラ
を①暴行など身体的な攻撃、②脅迫
など精神的な攻撃、③無視や仲間外
れ、④多過ぎる仕事をさせるなどの
過大な要求、⑤仕事をさせないなど
の過小な要求、⑥プライベートに立
ち入る、の6類型にまとめています。
例えば、年配者がさりげなく発した
言葉が、若い人には誤解されてパ

ワハラと受け止められる場合もあり
ます。世代間の意識の違いが、こう
した行き違いを生む原因にもなりま
す。厳しく指導しなければならない
場面でも、相手の人格を傷つけない
よう言葉遣いに気を付けるなどの配
慮が必要です。

2つ目のケースは、従業員がソー
シャルメディアで同僚のプライバ
シーに関わる情報を、実名入りで
投稿したというものです。ツイッター

（Twitter）でつぶやいた従 業 員に
悪気はなく、「うちの従業員のほほえ
ましいエピソードを紹介しただけ」と
いう意識でしたが、取り上げられた当
人が、ツイッターを見た外部の人か
ら、そのエピソードを話題にされ、初
めて知って驚いたという事例です。

この事例の正解は、会社がソーシャ
ルメディア利用ガイドラインを作成
し、勉強会や研修会でその遵守につ
いて従業員に周知徹底させることで
す。インターネット上の発言は非常に
大きな影響力を持ちます。書き込ん
だ本人は意識していなくても、何気な
い発言が、いい意味でも悪い意味で
もネット上で話題になると、あっとい
う間に世界中の何万人という人に広
まります。いったん広がってしまうと
止める手立てがありません。こうした
形で従業員やお客様の情報など、公
開すべきでない情報が流出し、その
結果、情報を流された人の人権が侵
害されるという問題に発展しかねませ
ん。これがきっかけとなり、会社がト
ラブルに巻き込まれ、大きな損害に
つながることもあります。

皆さんの会社でも、ソーシャルメ
ディア利用ガイドラインを作成した上
で、その内容を従業員に周知徹底し、
ケーススタディを使ったグループディ
スカッションを行うなど、人権に配慮
した行動が大切だという意識を浸透
させるような教育に、ぜひ力を入れて
いただきたいと思います。
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会社の目的は社員を
幸せにすること

当社は2016（平成28）年にちょう
ど設立50周年を迎える、社員50名の
小さな製造業の会社です。正社員が
40名、パート・嘱託が10名です。こ
のうち定年を過ぎて70歳近くになる
方も9名います。自動車や機械など、
動く製品の中に使われるスプリングを
作っています。

会社のあるべき姿について、私は
次の5つのことを考えています。

1つは会社の「目的」。それは「働く
社員を幸せにする」ことです。会社の
成長も利益も、この目的を達成する
ための手段です。2つ目は「価値」。「小
さくても輝きながら永続させる」経営
を目指しています。会社は、無理に拡
大させるのではなく、自然体で年輪
のように少しずつ成長するのが望ま
しい。

そうは言っても、厳しい経済環境に
なり、作れば売れた時代は終わりまし

た。そこで3つ目は「戦略
的経営」です。2011（平
成23）年には、2020（平
成32）年に向けた「ゆとりと
幸せを実現する経営」とい
うビジョンを策定しました。
我々町工場も、戦略的な経
営をしっかりやっていかな
ければ、会社を永続させる
ことができません。そして
4つ目は「共通の価値観」。
社員の価値観と、会社の価

値観を、全員がしっかりと共有して、1
つの束にしていくことが、これから大
きなテーマになる。個々の社員にど
んなに能力や熱意があっても、価値
観や考え方にマイナスの要素がある
と、掛け算はマイナスになってしまう。
全員が価値観を共有することを大切
に考えています。

そして5つ目は「会社は経営理念を
実現する」場であるということです。

ゆとりがなければ
社員は成長しない

では、その当社の経営理念とは何
か。私は2代目の社長です。先代が創
業してからいろいろ苦労した歴史を踏
まえ、5項目から成る経営理念を作り
ました。本当は長い文章で書かれて
いるのですが、キーワードだけ紹介す
ると、①会社を永続させる、②人生を
大切にする、③潰

つぶ
しのきく経営を実践

する、④いい会社にする、⑤社会に奉
仕する、です。

この中で、②の「人生を大切にする」
に関わる内容として、当社のワーク・
ライフ・バランスについて、少し紹介
します。

その根本にある考え方は、少しユ
ニークな表現だと思われるかもしれま
せんが、「80％で満足して、働く喜び
や自己成長を感じられるような職場、
会社にしたい」ということです。先人た
ちから伝えられてきた「腹八分」の思
想です。いつもぎりぎりのところで働
いていると、少しの環境変化でも耐え

沢根スプリング株式会社
 本社 静岡県浜松市南区小沢渡町1356
 代表者 沢根孝佳
 創立 1966（昭和41）年
 資本金 3,000万円
 従業員数 50名
 事業内容 各種ばね（機械要素部品）の
  製造販売
 URL http://www.sawane.co.jp/

沢根孝佳
S a w a n e  Ta k a y o s h i

沢根スプリング株式会社
代表取締役

ポイント ❶ 会社は社員の幸せのためにある。
ポイント ❷「腹八分」の働き方が社員を成長させる。
ポイント ❸ 仕事だけでなく人生の目標を意識した働き方を支援。

事例 
 1

いいねカード　「あなたのこんなところがいいね！」を見つける度に
上司から渡される

ワーク・ライフ・バランス
小さな町工場の挑戦　
~社員を幸せにするバランス経営 ~
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られなくなってしまう。お金も人も設
備も、時間も、ゆとりを持つこと。こ
れが大切ではないか。

そういう考え方から、当社では創業
以来、夜勤は一切ありません。現在
は、社員の平均残業時間は月5時間
前後で推移しています。有給休暇の
取得率は80％くらい。100％を目指
しているので少し残念ですが、世間
の平均よりはかなり高いと思います。

人生を豊かにするため、社員に健
康になってもらおうと、数年前から禁
煙活動を行っており、社員には禁煙
の宣言書を書いてもらって、会社負
担で禁煙外来を利用できます。禁煙
に成功したら、卒煙証書を手渡して
います。

「100年カレンダー」で
人生の目標を立てる

当社には「100年カレンダー」という
ものがあり、2001年から2100年ま
でのカレンダーを社員食堂に掲示し
ています。人生には限りがあることに
気付いてもらい、人生の目標づくりに

役立ててもらうのが狙いです。今い
る社員で2100年まで生きる人はほ
とんどいないでしょう。死ぬまでにや
りたいことを書けますか？ 自分の生
きる目標を、若い人たちにも考えても
らい、それを目指して厳しい逆境に打
ち勝つ心を培ってほしいのです。

1年ほど前、総務の女性から「社長、
お休みをください」と申し出がありま
した。「有休を全部使うの？」と聞くと、

「いえ、もっと長いんです、4か月間」
だと。彼女には、結婚する前に世界一
周旅行をするという目標があったの
です。私はその申し出を承諾し、彼女
は4か月間会社を休みました。その間
の仕事は周りの人が支えました。帰
国後、彼女は旅行のために勉強した
英語力を活用して新しい仕事も担当
するようになり、また、社員全員の前
で報告会を開くなど、会社にとっても
いいことがたくさんありました。

その他、自分の長所と短所を棚卸
しして記入する「人生貸借対照表」や、
どんな人材を目指すかを書いて定期
的に上司と面談で確認する「魅力アッ
プシート」、それと連動させる形で、社

員の成長につながる行動が見られる
度に、上司がその人に「いいね！カー
ド」を手渡すとか、仕事以外のことも
含めて全員に作文を書いてもらい、
毎年文集を発行するなどの取組みを
継続しています。この文集は、定年退
職者には、在職中に自分の書いた何
十年分かの作文を1冊にまとめて渡し
ています。

また、社員の意識調査を定期的に
やっており、第三者機関にお願いし
て、私には結果だけフィードバックを
してもらい、いいことも悪いことも、
全て率直に社員の声を聞いて、それ
を働きやすい職場づくりに反映するこ
ともしています。

人材は、やはり会社の中で育てるし
かない。企業競争力を高めるには、長
時間労働を改め、働き方改革を進め
て、生産性を向上させる必要があり
ます。そのためには人材育成が大事
です。仕事漬けにせず、時間に余裕
を持たせてこそ、人は育ちます。こう
したいいサイクルを回すことを、コツ
コツとやり続けていく。そんな思いで
経営に取り組んでいます。

会社を永続させる

人生を大切にする

潰しのきく経営を実践する

いい会社にする

社会に奉仕する

経営理念

ゆとりを持って
仕事をする
　ワーク・ライフ・バランス

の実現

目的 働く社員を幸せにする

戦略的経営 ゆとりと幸せを実現する経営

価値 小さくても輝きながら永続させる

共通の価値観 会社と社員の価値観の共有

会社は経営理念を実現する場

あるべき姿
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障がいのある人の働きが
会社の強みを生み出している

当社は、大阪・東京・仙台で、通
信交換機器類、コンピュータなどのリ
サイクルを行っています。従業員は
220名です。企業などで使われたコ
ンピュータなどは産業廃棄物として処
理されますが、そこにはレアメタルと
呼ばれる貴重な資源が使われていま
す。日本はレアメタルの消費大国であ
る一方、その全てを輸入に頼っていま
す。そこで、廃棄物の中に眠っている
レアメタルを、再利用のために取り出
す事業を手掛けています。

従来は、廃棄された機器を機械で
一括して粉砕し、磁力・風力・比重な
どにより貴金属を選別し回収する方
法が一般的でしたが、当社では、機器
を1台ずつ人の手で解体し、部品をき
め細かく分解・分別しています。私た
ちはこのリサイクル方法を「手サイク
ル」と呼んでいます。全て手作業です
から手間もコストもかかりますが、リ
サイクル率は97％と、業界では驚異
的な高さを達成しています。この大事
な手作業で中心的な役割を担ってい

るのが障がいのあ
る人です。知的障害
や発達障害のある
方は、1つのことに
集中して取り組むの
を得意とされている
方が多いからです。

私たちは、リサイ
クルという事業を、

地球と地域に「ありがとう」を伝える仕
事と考えており、地域の小学生向けの
エコスクールや「ありがとう祭」という
イベントを開催するなどの地域貢献
活動を行っていますが、障がい者雇
用もこうした活動からスタートしまし
た。初めは2003（平成15）年に、たっ
た1名を雇用することから始めました
が、年々増やして、2010（平成22）年
には50名を超え、現在は53名、全従
業員の20％を占めるまでになりまし
た。厚生労働省からは「障害者雇用優
良企業」の認証をいただき、本社のあ
る大阪府からは「ハートフル企業大賞」
を受賞することもできました。

雇用するだけにとどまらない
その先の支援へ

障がいのある人の雇用数が増えて
くるにしたがい、単に雇用して給料を
支払うだけではなく、その先のことも
考えるようになりました。例えば、親
御さんがいなくなっても自立して生活
できるようにする。さらに、当社で働
いている実績をステップにして、その
先の夢を実現できるような支援がで
きないか、というようなことです。当
社は2012（平成24）年に、就労継続
支援A型事業所として立ち上げた「一
般社団法人ワークワーク」において障
がい者雇用の新しい形態を築きまし
た。就労支援事業にはB型とA型があ
り、B型は授産的な活動を通じて工賃
を支払う事業ですが、A型は雇用契約
を結び最低賃金以上の給料を支払う

三洋商事株式会社
 本社 大阪府東大阪市菱江2-4-10
 代表者 上田博康
 創立 1957（昭和32）年
 資本金 9,000万円
 従業員数 220名
 事業内容 通 信・交換機器類・コンピュータ類の
  リサイクルなど
 URL http://www.sanyo-syoji.co.jp/

大迫祐介　
O h o s a k o  Yu s u k e

三洋商事株式会社　
東京支店事務グループリーダー

ポイント ❶ 障がいのある人の得意技を生かし、障がい者雇用率は20％までに。
ポイント ❷ 雇用するだけでなく、その先の自立支援にも取り組む。
ポイント ❸ 多様な人材が企業理念・行動指針を共有し、個性を発揮。

事例 
 2

多くの来場者を集める
「ありがとう祭」

人の手で部品をきめ細かく分解・
分別する

障がい者雇用
手サイクルで広げる「ありがとう」の輪
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事業です。今では三洋商事の従業員
とワークワークのメンバーが力を合
わせて働いています。

その他、本人がさらにステップアッ
プするための支援も行っています。
具体的には、例えば会社の指導員と
障がいのある人たちで団体旅行に行
く。その経験から、交通機関の利用
の仕方や社会のルールを身に付ける
ようにする。障がいのある人は支援
を受けるばかりでなく、人や社会の
役に立つ、また自分の力でできるこ
とを増やし、金銭的、精神的自立が
できるようにしていく。そこまで踏み
込んだ支援を行っています。

ダイバーシティ経営、
成功の秘訣は理念・
行動指針の共有

三洋商事には、障がいのある人に
限らず、いろいろな人材が働いてい
ます。高齢者もいれば、女性も男性
も、本当に多様な人がいます。さまざ
まな個性を持った人が、それぞれの
職種で自分の強みを発揮しています。
多様な人材が活躍する会社として、
2015（平成27）年、経済産業省が主
催する「ダイバーシティ経営企業100

選」を受賞することもできました。
会社の「行動指針」として、3つの約

束事を決めています。1つ目が「明る
く、元気に、笑顔であいさつ」です。
朝来たら「おはようございます」、帰る
ときは「お疲れさまでした」と。みんな
で気持ちよく仕事をするために、あい
さつは不可欠です。もちろん、その
人なりにあいさつの仕方は違います。
しゃべるのが不自由な方もいれば、明
瞭にハキハキとしゃべれない人もい
ます。でも、そういう気持ちを自分の
できるやり方で行動に表すことによっ
て、職場は明るく元気になります。

2つ目が「お掃除」です。地球に「あ
りがとう」を伝える企業とか、環境に
配慮する企業とか、大きいことを言っ
ていますが、まずは、自分たちの職場
を清潔にしましょう、働きやすい環境
は、自分たち自身でつくりましょう、と
いうことです。それは仕事上の安全
衛生や効率化、近隣の方々との交流
を深めることにもつながります。朝と
夕方、必ず掃除をします。社長も役員
もトイレ掃除をします。その職場で一
番役職の高い人間がトイレ掃除をし
ます。

3つ目は「SKH運動」と呼んでいます。
「さん付け」のS、「敬語」のK、「品格」

のHです。まずは誰に対しても、さん
付けで呼び合います。役職で呼び合
うこともないし、年長者が後輩や部下
を呼び捨てにすることもない。社長も
入社7年目の私を「大迫さん」と呼んで
くれますし、私も社長を「上田さん」と
呼びます。そして、誰に対しても敬語
を使いましょうと。年齢・役職の上下
関係なく、敬語で話します。偉そうな
口を利いたり、汚い言葉遣いはしな
い。こういうことを習慣づけることが
品格につながります。以上が私たち
の大切にしている「行動指針」です。

障がい者雇用率が高い会社だとい
うことで、「何か特別なことをしてる
んですか？」とよく聞かれますが、私
たちは障がいのある人を特別視して
いません。障がいの有無や男女、年
齢などに関係なく、三洋商事で働く
すべての人に、「ありがとう」の気持
ちと、行動指針、あいさつ・お掃除・
SKH運動を大切にしてもらうことを
徹底しているだけです。こうした理念
が共有されていることが、多様な人
材の雇用を維持している秘訣なので
はないかと思っていますし、これが三
洋商事の一番の強みではないかと
思っています。

リサイクル率

97％
雇用障がい者数

53人
障がい者雇用率

20％
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経営理念への共感が
多様な従業員の心を
ひとつにする

自発性と
コミュニケーションの
豊かさが職場を明るくする

田中　フロアからいただいたたくさ
んのご質問を踏まえて、私から伺い
ます。まず沢根さん、「いい会社」を
目指す取組みを好循環で回し続ける
秘訣は何でしょう。
沢根　「魅力アップシート」などは、
自分にとってプラスになることを考
えるので、理屈抜きに楽しいのです。
マイナスの処理ばかりだと苦痛で
す。先ほど申し上げたように、私たち
は100％ではなく80％でやっている
わけですから、足りないところ、ダメ
なところや失敗も数多くあります。そ
れを責めるのではなく許容する雰囲
気が、前向きなプラスへの意識を持
ち続ける上で大事だと思います。そ
れと、従業員たちと一緒に考えて、決
めて、実行すること。社長の私が全
部決めるのではなく、従業員たちの
プロジェクトで決めていくというやり
方が、自発的な取組みにつながって
います。そうなるまでには、5年、10
年と、ずいぶん時間がかかったのも
事実ですが。
田中　では大迫さん、障がいのある
人とない人とでは何も区別していな
いのでしょうか。例えば「制服で区別
しているのですか」という質問があり
ました。
大迫　そういう区別はしていません。
障がいのある人かない人かという区
別ではなく、それぞれの適性に合っ
た仕事の区別はしています。障がい
にも多様な類型があり、知的、精神、
あとは一部、聴覚障がいの方もいま

す。一方で作業にもいろいろな種類
があり、携帯電話やパソコンを1個
1個丁寧に分解していく作業もあれ
ば、ちょっと重たいものを持ち運んだ
りする仕事もあります。それぞれの
仕事の特性に合わせて、各人が能力
を発揮できることをやってもらってい
るわけです。とは言っても、実際には
難しいこともあります。昨日まですご
く順調にいっていたものが、今日に
なるとできないと言われることや、な
ぜか分からないけど、急にふさぎ込
んでしまうというようなことも、たく
さんあります。そんなときに効果が
あるのは、仕事に入る前の掃除やあ
いさつの習慣です。「今日はあいさつ
の仕方がいつもと違う」とか「掃除の
仕方がいつもと違う」と気付けば、コ
ミュニケーションをとりながら、柔軟に

「じゃあ、今日はできなければ、また
明日から頑張りましょうか」というよう
に、早めに帰宅してもらうこともあり
ます。

個別の事情に合わせて
柔軟に考える

田中　沢根さん、先ほどの事例発表
で長期休暇を取られた従業員のお話
がありました。その間の仕事はどの
ようにカバーされたのですか。
沢根　実は、就業規則では休業期間
が決まっており、彼女のような理由
で4か月間休めることを定めた規定
はないのです。杓子定規にこのルー
ルを適用すれば、退職か、またはいっ
たん退職して改めて再雇用という選
択肢しかない。でも、やはり人それ
ぞれの事情をよく考えてあげて、柔

田中宏司
Ta n a k a  H i r o j i

一般社団法人経営倫理実践研究センター
理事・首席研究員
東京交通短期大学名誉教授（元学長）
元「ISO/SR国内委員会」委員
元「ISO26000JIS化本委員会」委員

沢根孝佳
S a w a n e  Ta k a y o s h i 　

沢根スプリング株式会社　
代表取締役

大迫祐介
O h o s a k o  Yu s u k e

三洋商事株式会社　
東京支店事務グループリーダー
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経営理念への共感が
多様な従業員の心を
ひとつにする

軟に対応するのが一番良いと思うの
です。では、その間彼女の仕事は誰
がやるのか。最近は、派遣社員はで
きるだけ使わないようにしているの
ですが、こういう短期的な対応や、ま
たは1 〜2年以内の育児休業に限っ
ては、派遣を活用しています。この
ときは、休業中の4か月とその前の2
か月、帰ってきてからの1か月、合わ
せて7か月間、派遣社員で対応しまし
た。
田中　大迫さん、管理職がトイレ掃
除をするというお話はとても興味深
かったのですが、掃除を嫌がる管理
職はいないのですか。
大迫　この話を他社の方にすると、
驚かれて同じことを聞かれますね。
私などはむしろ、「大きな会社では従
業員は掃除をしないのか」と改めて
気付かされるくらい、掃除をすること
はうちでは普通のことになっている
のです。これは、行動指針に決めら
れているから守るというのではなく、
会社の文化や風土として根付いてい
ることなのです。多様な従業員がひ
とつのまとまりとしてつながる上で、
みんなで掃除をすることは間違いな
くとても意味のある習慣だと思いま
す。あいさつも同じですね。大事な
のはお互いが何かしら声掛けをする
ということです。あいさつはその入
り口にすぎません。

経営理念の浸透と定着、
そのポイントは？

田中　沢根さんは80％、つまりゆと
りを持った経営が望ましいとおっしゃ
いましたが、多くの会社では、そうし
たくても、実際には受注をコントロー
ルするのが難しくてオーバーワークを
避けられないという悩みを持っていま
す。無理を承知で受注しなければ、売
り上げを確保できず、給与の支払い
に苦労する場合もあるでしょう。その
辺はどのように対応されているので
すか。
沢根　受注に波があるのは当たり前
で、これは経営戦略の問題です。今
日はあまり詳しく触れませんでしたが、

「会社を永続させる」というのが経
営理念の一番初めにあるのです。例
えば、お客様の数が今450社ほどあ
ります。同業同規模で、たぶんうちが
一番多いと思います。他に別会社で
通信販売をやっている会社もあり、約
2万5,000社と取引があります。顧客
1社当たりの売上比率は0.22％です。
特定の業種や顧客に過度に依存しな
いようにと、20年ほど前から意図的
に、戦略としてやってきたのです。そ
の結果、多品種少量生産になり、「手
間がかかって忙しいでしょう」とよく聞
かれますが、実は全く逆で、20年やっ
てきて、かえって仕事が平準化される
ことが分かりました。あとは仕事のや

り方、仕組みに知恵を出して、独自の
やり方を考え出しています。
田中　最後に、両社の最大の特徴は、
経営理念が浸透し、従業員の意識や
行動に定着している点にあるわけで
すが、どうすればそこをうまくやれる
のか、お話しください。
大迫　当社が掲げる3つの行動指針
のような、シンプルで分かりやすい内
容や表現が、従業員に受け入れられ
る要因だと思います。言葉が素直に
心に伝わり、共感を生む。共感すれ
ば、会社が一方的に作って守らせる
ものという意識から、それぞれが自分
なりにそれにプラスアルファの部分
を付け加えようと考えるようになりま
す。会社と従業員という区別を超え
て、従業員が自分の会社をもっと好き
になるために、どのような働きかけを
したらよいのかという発想や行動が
生まれてきます。会社と従業員がお
互いに「ありがとう」と言える関係が、
当社ではごく自然に出来上がってき
た。私は会社の中で一番「この会社
が好きだ」と思う人間であると、自信
を持って明言できますが、たぶん他
の従業員も私と同じ気持ちを持って
いると思います。
沢根　経営理念とは、会社の事業の
核となるミッションを表現したもので
す。それを分かりやすく、できれば物
語ふうに伝えて、従業員に納得させ
る。ここが一番のポイントです。です
から経営理念は、額に入れて飾って
おくようなものではなく、いつも従業
員と「これはこういうことだよね、あな
たはどう思う？」というようなキャッチ
ボールを絶やさないことが大事だと
思います。
田中　ありがとうございました。この
ように実践している会社があることを
知ることが一番重要で、共感された
内容を皆さんご自身の会社に合うよ
うに工夫して取り入れるきっかけとな
れば幸いです。
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広がる企業の社会的責任
～これからのCSRと人権について～

ちがいを受け入れ、調和が
取れている状態を目指す

まずはじめに「ダイバーシティと人
権」についてお話しします。ダイバー
シティとは「多様性」という意味です。
さまざまなちがいがあることをまず
受け入れること、次に「対等な関係」を
築こうとしているかどうかがダイバー
シティの重要な要素です。

日本では、ダイバーシティ経営ある
いはダイバーシティ推進というと、女
性の活躍を推進する取組みを指して
使われることが多いのですが、これは
日本だけの使われ方です。男女だけ
ではなく、障がいの有無や障がいの
多様性、民族のちがい、宗教のちが
いなど、さまざまなちがいに対する配
慮を包括的に示したものであり、それ
らを受け入れて対等な関係を築こう
としながら、全体として調和が取れて
いる状態を目指す。これがダイバー
シティです。従来の言い方で言うなら
ば、まさに人権そのものであると言え
ます。

今、ダイバーシティ経営が非常に
重要だといわれている背景の一つに

「人口変動」という状況があります。
日本では少子高齢化が問題になって
いますが、インド周辺やアフリカでは
乳児死亡率の改善によって人口は増
え続けています。逆にヨーロッパや東
アジアでは人口が減少に向かってい
る。ただ減るだけでなく人口構成が
急激に変化しています。著しく高齢者
が多い時代を一度乗り越えなければ
なりません。これが非常に危機的な
状況なのです。社会の構造が変わっ
ていくならばそれに対応する社会の
在り方を考えなければなりません。誰
もが働きやすく、生きやすい社会をつ
くることは、社会の持続可能性に直結
するのです。

ダイバーシティの実現に向けての
具体的な行動を3つ挙げます。1つは
均質的・単一的な職場慣行からの転
換を図ることです。今の職場慣行で
不快な思いをしている人がいないか、
点検をしてみてください。不快な思
いをしている人はそれを言わないも

ので、黙って辞めてしまうので、職場
は改善されません。多様な人材を採
用し、さまざまな人にとって働きやす
い環境になるように職場慣行を見直
すことは非常に重要ではないかと思
います。2つ目は、ライフステージに
合わせた多様な働き方を実現するこ
とです。結婚、出産、親の介護や子ど
もが病気になるなど人生にはさまざ
まな出来事があり、休みたい時期は
人によってちがいます。企業では休
暇制度作りが進んでいますが、制度
を作っても活用できていない企業も
あります。「みんな一緒だ。頑張ろう」
という職場だと、言いたいことが言い
にくく黙ってしまう。黙っているとミス
が起きます。制度を活用して休暇を
取れるだけでなく、悩みを相談しやす
い職場にすることも重要です。3つ
目は企業が地域や社会とつながるこ
とです。職場見学や地域に出ていく
社会貢献活動を通じて、地域や家庭
とつながり、それぞれの仕事が大切
なものだと認知してもらうのです。お
客様の信頼に応えられるだけの従業

田村太郎
Ta m u r a  Ta r o

一般財団法人
ダイバーシティ研究所代表理事
復興庁復興推進参与

1
あってはいけない
ちがい

2
なくてはならない
ちがい

3
ちがい
に寛容な社会

ダイバーシティ
推進

男女、障がいの有無、
国籍などに基づく
生きにくさの是正

多様な特性や
ライフステージに
配慮ある行動

人権研修、
ダイバーシティ研修の

推進

現状
確認

情報
開示

目標
設定

改善
活動
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広がる企業の社会的責任
～これからのCSRと人権について～

員を確保できるか。従業員が元気で
ミスを起こさずに安定的にサービス
の提供、商品の供給ができるか。一
番のアキレス腱は「人」です。多様な
担い手が活躍できる社会をつくるこ
とは、地域社会の存続、職場の存続、
会社の存続そのものにつながるので
す。この3つの処方箋をもって、何とか

「崩壊」を防いでいただきたいと思い
ます。

CSRとは情報開示である

今、申し上げたようなことをちがう
表現で言ったものが「CSR（Corporate 
Social Responsibility）」、つまり「企業
の社会的責任」です。1997年、CSR
の第一人者であるイギリスのジョン・
エルキントン氏が、これからの企業評
価は「経済」「環境」「社会」の3つの視点
で行うという「トリプルボトムライン」と
いう概念を提示しました。CSRは、こ
のトリプルボトムラインの概念に基づ
いた情報開示と改善活動です。「CSR
というのは社会貢献ですよね」と言わ
れる方がいますが、それは間違いです。

「経済」「環境」は分かりやすく、数字で
示すのが当たり前です。ところが「社
会」の面での情報開示となると、たち
まち数字が出てこなくなる。各企業の
CSR報告書に女性の活躍や障がい者
の雇用に関するページがありますが、
たいてい事例しか載っていません。日
本の企業は、欧米の企業に比べて数
字を出さない傾向が強いので、信頼
に欠ける側面があります。

2010（平成22）年11月にはCSR
の概念に基づいた「SR」、つまりあらゆ
る組織の社会的責任に関する国際標
準もできました。「ISO26000」です。
国際標準における組織の社会的責任
の中核的なテーマは「組織統治」「人権」

「労働慣行｣「環境」「公正な事業慣行」
「消費者課題」「コミュニティの社会的
経済的発展」の7つです。ISO26000

のガイダンス文書（手引き）は販売さ
れていますので、お帰りになってから
ぜひ読んでいただきたいと思います。

ISO26000の概念に影響を与えた
ものにはもう一つ、「ラギーレポート」
があります。ハーバード大学のジョン・
ラギー教授がまとめたフレームワー
クであり、これは「保護」「尊重」「救済」
という概念で成り立っています。その
中では、人権の「保護」は国家の責務、
一方で人権の「尊重」は企業の責任だ
と述べられています。企業で人権に
関わる方々には一度目を通していた
だきたいと思います。

CSRというのは情報開示だと言いま
したが、どのような情報を開示すれば
よいのかということについては、オラン
ダに本部があるNGOのグローバル・
レポーティング・イニシアチブが「GRI
ガイドライン」を発行しています。

職場の在り方そのものを
変える必要がある

ダイバーシティを具体的に進めて
いくために、3つの視点で職場を確認
し、PDCA（Plan・Do・Check・Act）
サイクルを回していただきたいと思い
ます。1つ目は「あってはいけないち
がいをなくしていく」という視点。同じ
職場なのに性別がちがうというだけで
大切な権利が奪われる、あるいは機会
が平等ではないということは是正しな
ければなりません。多様性に配慮のな
い教育や職場を是正していく。2つ目
は「なくてはならないちがいを守る」と
いう視点です。1つ目と対照的に、さ
まざまな特性やライフステージなどそ
れぞれのちがいを守っていく。3つ目
は「ちがいに寛容な社会をつくってい
く」という視点。女性の管理職比率を
高めるために女性向けの研修を行う
企業は多いですが、男性向けの研修
や既存の管理職のための研修を行わ
ず、組織風土や既存の管理職者の考

え方が変わらないままでは、管理職に
なる女性の居心地は悪いままです。そ
れでは、組織として多様性を受け入れ
たことにはなりません。どうやってちが
いに寛容な組織風土をつくっていくか
を考えることも必要です。この3つの
視点を持ちながら現状確認をして情
報開示し、何年後までにここまでとい
う目標を立てて改善する。これが人権
の面での組織の社会的責任ということ
になるのかと思います。

また、これからのダイバーシティは
3つの多様性を理解して進めていく必
要があります。1つ目は「テーマ」の多
様性。障がいや「LGBT（レズビアン・
ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェ
ンダー）」つまり性的少数者など、幅広
い多様性に配慮がある取組みをする
ことです。2つ目は「働き方」の多様性。
今までの在り方、働き方に人をはめ込
んでいくのではなく、みんなが働きや
すい職場はどのようなものか、もう一
度考え直してみる必要があります。3
つ目は「担い手」の多様性。企業に求め
られる社会的責任は広がっており、一
企業だけで実現するのは難しい。そこ
で障がい者雇用に長けているNPOの
力を借りたり、子育てに熱心な自治体
があればそこに工場を移してみる。さ
まざまな力を借りることで初めて、人
権が守られダイバーシティの推進を
実現することができます。

皆さんには、社会の在り方そのも
のを変えていくという視点を持ってい
ただきたい。少数者や弱者のちがい
を受け入れ、ともに影響を及ぼし合
いながら新しい職場、新しい社会をつ
くっていく。これがこれからの企業に
求められる社会的責任なのです。人
口変動による危機的な状況が迫って
います。一刻も早く皆さんの組織や
職場の中で、誰もが働きやすい職場
にするにはどうしたらいいのかという
新しい取組みに着手していただけた
らと思います。
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「この会社があってよかった」
と思える会社づくりを
目指した

長岡塗装店は、1938（昭和13）年
に創業し、1965（昭和40）年に会社
組織にしてから、2015（平成27）年で
50年になりました。塗装だけに特化し
ており、10年ほど前まではほぼ80％
下請けで、ゼネコンや公共工事を行う
建設会社から塗装の部分の仕事を請
け負っていました。現在、島根県では
塗装の入札制度があるので、国・県・
市から直接仕事を受注することもあり
ます。従業員は25名です。うち女性
は8名、その中の3名は現場に従事す
るいわゆる「ドボジョ」、残り5名は事務
職です。この業種にしては女性の割合
が高いです。当社は従業員以外にも、
当社出身者が起業した塗装業者を中
心とした協力会社を10社ほど抱えて
います。協力会社の中には職人しかい
ない会社が多く、当社の女性事務員
が事務方の仕事をできる限り手伝っ
ています。当社が、今でいう柔軟な働
き方を考えるようになったのは18年
前。私が役員になった年です。

当社には若い人も入ってくるので
すが、すぐに辞めてしまう。塗装業は

「3K職場」で、「きつい・汚い・危険」
というのは当時も今も変わりません。
年配の従業員から「今後、若い職人
が育たなかったら、会社は駄目にな
るよ」と言われました。そして、「何を
やっていけばいいのだろう」と考え始
めたのです。

当初、私は従業員が定着する、若
い従業員が増えるということだけをイ
メージしていました。当時の当社は典
型的な家内工業の会社で、問題点は
多々ありました。3K職場、小さい会
社、従業員数は少ないし若い人は定
着しない、休みは取りにくいし土・日
も仕事がある。何からやればよいの
か、まったくイメージできませんでし
たが、従業員だけが幸せになるという
ことではなく、従業員が働きやすくな
りながら会社もよくなり、会社の人間
である以上は私のような立場の人間
も含めて全員が「幸せだな、この会社
があってよかったな」と思える会社は
どうやったらつくれるのだろうと、真剣
に考えました。

目の前にいる従業員を
大切にする

当社の具体的な取組みは、目の前
にいる従業員を大切にすることから始
まりました。

まず1つ目は若年者の定着です。目
標は若い人に入社して定着してもらう
ことですが、やはり職人の世界。若い
人の育成にはベテラン職人の協力が
不可欠です。そこでまずは、65歳ま
での高齢者再雇用制度を導入しまし
た。目標である若い人ではなく、彼ら
を育てるベテランを対象とした制度
を先に作ったことは非常によかったと
思っています。その後、若年者のトラ
イアル雇用制度を導入し、3か月、本
人と会社がしっかり見定めて入社して

株式会社長岡塗装店
 本社 島根県松江市西嫁島1-2-14
 代表者 古志野功
 創立 1965（昭和40）年
  〈創業1938（昭和13）年〉
 資本金 2,550万円
 従業員数 25名
 事業内容 建築物新築塗装工事・改修工事、
  建築防水工事、アスベスト除去工事
 URL http://www.nagaoka-toso.co.jp/

古志野純子
K o s h i n o  S u m i k o

株式会社長岡塗装店
常務取締役

ポイント ❶ 目の前の、すでにいる従業員を大切にする制度を作る。
ポイント ❷ 情報を全従業員で共有し、コミュニケーションをとるための仕組みを考える。
ポイント ❸ 働き方や考え方の違いを認め、信頼して任せる。

事例 
 1

塗装作業の様子

ワーク・ライフ・バランス
一番の財産は多様な人財力　
~我が社の取組事例より~
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もらうことにすると、徐々に退職者が
減ってきました。

2つ目は育児を抱える従業員の問
題を解決するために、年次有給休暇
とは別に30分単位で「子どもの看護
休暇」を取れるようにしたことです。あ
る男性従業員に子どもが生まれたの
ですが、地元の人ではなく、育児に協
力してくれる人が誰もいない。当然、
病院に行くなどの場合には現場を抜
けることになり、どうしても他の人た
ちから疎まれてしまう。何か会社がで
きることはないのかというので、思い
ついたことでした。小さな子どもを抱
える従業員にとって、細かく複数回使
える休暇制度は使いやすいですし、
短時間抜けたとしても辞めずに仕事
をしてくれることは会社にとってプラ
スになります。

この他にも男性、女性、高齢の従
業員などの働き方を支援するさまざ
まな制度を作りました。

制度を作るときに怖いのは、その
対象者ではない人が不公平を感じる
ことです。「自分はこの先も育児や介
護をする機会はない。自分には何も
ないのに隣の人には優遇制度があ
る」。彼らがもしこんなふうに感じたと

すると、会社への信頼が薄れてしまう
かもしれません。その懸念から、制度
を作る際、私はあえて当事者とだけ
で話し合わずに「全ての従業員が良く
なる」という自分のイメージで作りま
した。これがかえってよかったと思い
ます。そして、改めて、制度の対象に
はならない人が、結局は制約のある
人を最終的にバックアップしてくれる
のだと考えたのです。そのため、彼ら
には、各種の資格を取得することを
奨励するため、費用を会社が負担す
ることにしました。

隠れた課題に気付き、会社が
やろうとしていることを
きちんと伝える

さまざまな取組みのおかげで、資
格者が増え従業員も定着して、仕事
の質は大きく向上しました。これまで
の経験を通して感じたのは、1つ目は

「会社の中にいる人たちが働きにく
いところはないか」「何か悩みがない
か」というようなことに“気付く”ことの
大切さです。会議では出てこない、日
常の会話から汲み取る問題はたくさ
んあります。2つ目は、変えていくた

めには覚悟がいるということです。何
もせず考えているだけでは時代の流
れに間に合いません。決断して進ん
でいかなければならないのです。3
つ目は、何をしようとしているかをき
ちんと伝え、納得してもらえているか
どうか従業員の顔を見ながら進めて
いくことです。「分かってくれているだ
ろう」という気持ちを、私は持たないよ
うにしています。1対1で顔を見合わ
せて、本当に分かってくれたか、大事
なことは確認をすると決めています。

会社にはさまざまな人がいます。
働き方の多様性や、考え方は全員違
うということを納得して、それでも相
手を信じることに徹しています。相手
に任せる。そしてすべてを肯定的に
考える。これらを第一に考えながら、
今も取組みを進めています。よくなっ
たことはたくさんありますが、問題は
まだまだあります。しかし、それを一
緒に解決する仲間が増えてきたこと
が、18年前の当社とはまったく違い
ます。私は、私に力を与えてくれてい
る従業員のために、そしてお世話に
なっている地域のために、すべての未
来のために、これからも頑張っていこ
うと思っています。

働きにくさや悩みを
日常の会話から汲み取る

決断する覚悟を持ち
改善していく

相手が納得しているか
何度も顔を見ながら確認

違いを認め、理解し合い
納得しながら委ね任せる

気付く 変えていく

伝える 信じる
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障がいのある人が
大きな戦力に

我が社は京都の錦市場にある八百
屋です。従業員はたった13名。創業
は明治15年で、2015（平成27）年で
134年になります。

我が社で障がい者雇用を始めたの
は2008（平成20）年ごろ。最初は実
習のみで、雇用関係は特になく1年間
が過ぎました。この実習の1年間が
我々にとって非常に良い勉強になりま
した。

当初は年間で延べ40名ほど実習を
受け入れましたが、雇用には結びつか
ず断念していました。正式に障がいの
ある人の雇用を始めたのは2009（平
成21）年。翌年には雇用支援協会の
会長賞を、2013（平成25）年には京
都府知事賞をいただきました。なぜだ
ろうと考えたのですが、助成金が切れ
てからも雇用を継続したというのが大
きな理由ではないかと思っています。

取組みを始めたのは、平成20年ご
ろに福祉の総合支援センターに勤め

る友人から「障がいの
ある人を実習生とし
て受け入れてくれな
いか」と頼まれたのが
きっかけです。最初に
実習に来た男性は本
当に優秀でした。タケ
ノコのあく抜きに使う
ぬかを袋に詰める作
業をやってもらいまし
た。米ぬかは大きな

袋で1キロあり、そこから15 〜20グ
ラムずつ小分けの袋に入れる、気の
遠くなるような仕事です。手や服もぬ
かだらけになるから嫌な仕事なので
すが、彼は一個一個丁寧に作業した
のです。父にはあえて実習の話を報
告しないまま1週間が過ぎた頃、父が
タケノコを店頭に並べているときに、
その米ぬかの袋も手にとったのです。
そして「おい、欣司。このぬかの袋入
れたん誰や」と店先で怒鳴りました。
私が「あの実習生が詰めたぬかだ、怒
られる」と思っていたら、父は「こんな
に一個一個丁寧に仕事した米ぬかの
袋は他にない。このおかげでうちのタ
ケノコが売れる」と言ったのです。父
は団塊の世代で、当時でも40年以上
八百屋一筋。売れる売れないをずっ
と見てきています。その一言が、私に

「障がいのある人も戦力になるのだ」
と気付かせてくれました。私や他の
従業員が袋詰めをすると、最後の方
は結び目がいいかげんになる。普通
は「まあ、いいか」となりがちな部分を
きっちり結んで、気持ちのこもった米
ぬかの袋が何百袋と出来上がった。
それが本当のきっかけになりました。

障がいのある人の“仕事に
対する責任感”を信頼する

実習生にはさまざまな人がいまし
たが、障がいのある人の大多数は、
本当にまじめです。彼らは仕事に対し
ての責任感というのがすごい。「自分
に与えられた仕事をやる」という思い

株式会社かね松老舗
 本店 京都府京都市中京区
  錦小路通柳馬場西入中魚屋町480
 代表者 上田欣司
 創立 1882（明治15）年
 資本金 5,000万円
 従業員数 13名
 事業内容 京野菜を中心とした青果物、
  マツタケなどの販売

上田欣司 
U e d a  K i n j i

株式会社かね松老舗
代表取締役社長

ポイント ❶ 障がい者一人ひとりの特性を見極め、適材適所の配置をする。
ポイント ❷ 社内の仕事を見直し、障がいのある人に任せられる仕事を生み出す。
ポイント ❸ 障がいを難しく考えず、共有できる感覚を見つける。

事例 
 2

お菓子の袋詰め作業の様子

障がい者雇用
我が社の無理のない取組み
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がある。仕事がしたくてしたくて仕方
がないのです。1分でも早く会社に
行きたいと、始業は8時半ですが、7
時半にはもう出社しています。

社内では、掃除もしてもらいます。
A君は最初「掃除の仕方が分からな
い」と言っていましたが、入社のときに

「掃除をしてください」と言ったらそ
れから毎日、掃除をしている。ピッカ
ピカです。B君には窓ガラスの拭き方
について、2年間同じことを言い続け
ました。ガラスなので汚れが外側と内
側と両方あるのですが、外側につい
てる汚れをずっと内側から拭いている。

「反対からも拭かないと駄目だよ」と
言い続けているとある日、彼は外から
先に拭くことに気がついた。誰が教え
たわけでもないのにです。彼の成長
を目の当たりにした感動は忘れられ
ないものになりました。

C君はすごくきっちりしています。
「仕事とは」と新しい実習生にいきな
り語り出したりするぐらい、真っすぐ
な人です。商品の陳列はC君の出番。
瓶・缶が横を向いているといったこと
が気になるようで、彼の手にかかれば
全部きっちり、同じ方向に向きます。
また、C君のおかげで異物混入がなく
なりました。以前、一緒に袋詰めの作

業をしたとき、私が詰めた商品の3割
ぐらい、駄目出しされてしまいました。

「社長、この向き逆です」「ああ、すい
ません」「これ、何かちょっと入ってま
すよ」「ああ、すいません」。かなりきっ
ちりしています。

障がいのある人を雇用しても任せ
る仕事がないという企業があれば、
聞いていただきたいことがあります。
我が社ではもともと野菜の整形（切っ
て形を整える作業）まで農家でやっ
てもらっていました。それを見直して、

「彼らでもできるから、彼らの仕事
にしよう」と決めたのです。農家には
ちょっとだけ仕入れ額を下げてもらっ
て、そこから彼らの給料を捻出するよ
うにしました。

精神に障がいのある人とも
喜びを分かち合う

D君には店舗の2階で営業していた
飲食店の呼び込みをしてもらってい
ました。彼は精神に障がいがあります
が、私も他の従業員も難しく考えては
いません。阪神ファンは、阪神が負け
たらテンションが下がります。でもそ
れは理由が分かっている。しかし精神
に障がいのある人の心のアップダウ

ン、躁鬱の繰り返し、これは理由が分
かりません。最初の1年間、あまりに
もD君の気分の落ち込みが激しかっ
たので、「もう、D君の気分に合わせ
ていくことはできない。売り上げが下
がったら気分が下がってもいい、でも
売り上げが上がったら気分を上げる
ようにして」と言いました。それが見事
に当てはまった。彼の仕事はお客さ
んの呼び込みなので、何食出たかと
いう数字で分かります。「今日は何食
でした」と、気分の上げ下げを自分で
コントロールしています。そのように
客観的に気分の上下の理由を分かる
ようにすると、店長を含め他のスタッ
フも合わせられる。売り上げが上がっ
た日は一緒に喜びを分かち合えます。

私は生粋の阪神ファンですから、阪
神が負けた次の日は腹が立ちます。
そのように、誰でも何か気分の浮き
沈みの原因になるものを持っていま
す。難しく考えるから分からないだけ
なのです。難しく考えず「ああ、自分
も沈むときはある、上がるときもあ
る」ぐらいの感覚でつき合っていけば、
精神に障がいのある人の雇用はうま
くいくと私は思っています。

障がいのある人の
一人ひとりの特性を見極め

適材適所に配置

障がいのある人に
任せられる仕事を
生み出す

障がいを難しく考えず
共有できる感覚を
見つける
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●障がいのある人と共に働くために



みんながニコニコ
楽しく働ける
職場を目指して

ダイバーシティに取り組む
会社の業績は良い

田中　多くの質問に答えながら、ディ
スカッションを深めていきましょう。最
初の質問です。「お二人の会社はいろ
いろな制度を設けて推進しているよう
ですが、その結果や影響は数字に表
れていますか」
古志野　制度の見直しを始めてから
業績が大きく上がったかというとそう
ではありません。ただし、従業員のモ
チベーションは上がっており、この会
社がいいと思って勤める従業員は増
えています。従業員の定着は一番の
目標ですから、私はこれでいいと思っ
ています。売上高を上げることが目
標ではないのは昔も今もそうです。
従業員が安定した収入を得た上で、
会社も安定していればいい。こう思っ
ています。
田村　一般的にダイバーシティに取
り組んでいる企業は業績が良いです。
離職率が下がったり生産性が上がる
のはたぶん間違いないでしょう。ただ
し、その因果関係ははっきりと証明は
されていません。
上田　障がいのある人を雇用するこ
とで数字が上がったかというと、正直
分かりません。ただし補助効果、波及
効果はあると感じています。また助成
金が付きますので、そのため支出を抑
えられるという部分はあります。
田村　上田さんにはもう一つ質問が
きています。「うまくいかなかったこと
はありますか」
上田　従業員全員が福祉の知識がな
くて、商品であるアスパラの説明はで
きても、アスペルガーの説明はできな

い。もっと福祉に特化した従業員がい
ればよかったと感じています。そうし
た従業員を育てるためにも、行政や支
援学校との連携が大事です。熱い想
いはあるのですが、想いだけではでき
ないこともありますね。
田村　次の質問です。「産休後に戻る
予定の従業員がいますが、残業がで
きないなど周りに迷惑を掛けるのでは
と心配しています。どんなフォローが
できるでしょうか」
古志野　そういう想いの従業員はい
ますが、そのことを従業員同士で話す
ことはないと思います。当社ではその
ようなケースのときは、私が間に入っ
て話し合います。それもいきなり関係
者同士の話し合いにするのではなく、
下準備としてそれぞれの想いを聞き
出し、当日にその想いをそれぞれの口
から直接話してもらいます。産休後の
活動は会社と当事者で決めればいい
のでしょうが、やはり周囲の想いも配
慮して一緒に話し合うなど、丁寧に扱
うことが大事です。働くにあたっての
制約は産休をとった従業員だけでな
く、誰にでもあり、助けるのはお互い
さまなのです。何も言わないまま「こ
う思っているんだろう」「分かってくれ
ているだろう」と憶測で終始するのが
一番怖いですね。

さまざまな施策で
不公平感を解消する

田村　二者以上でやるのがコミュニ
ケーションですが、よく言われるのは

「こっちは7割くらい分かっているか
な」と思い、「向こうも7割くらい分かっ
たかな」と思う。しかし0.7×0.7ですか

田村太郎
Ta m u r a  Ta r o

一般財団法人
ダイバーシティ研究所代表理事
復興庁復興推進参与

古志野純子
K o s h i n o  S u m i k o

株式会社長岡塗装店
常務取締役

上田欣司
U e d a  K i n j i

株式会社かね松老舗
代表取締役社長
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みんながニコニコ
楽しく働ける
職場を目指して

ら、本当は0.49。半分も分かっていな
いのです。本当に分かり合えているの
か、常に疑問に思うことがポイントで、
本当に理解し合うためには、時間をか
け、丁寧なコミュニケーションをとるこ
とが必要だと思います。次の質問です。

「障がいのある人を雇用すると周囲に
負担がかかり、不公平感を感じている
のではないか」
上田　最初はありました。指導をどう
するのかをはじめ、直接的な業務の負
担はぐっと増えましたから。そうしたと
ころをカバーするのが援助者などに
対する助成金なのかなと思います。し
かし、助成金でトントンになるかもしれ
ませんが、トントンではマイナスなの
です。それが2年経つとプラスになる。
この2年間一緒に頑張れるか。そこが
ポイントになると思います。
田村　同じ職場で働いているけれど、
働き方が違うことからくる不公平感に
対してはどのような対応をしているの
でしょうか。
古志野　女性同士だけでなく男性の
間でも、不公平感を感じているといっ
た話が耳に入ります。同じパパ同士で
も「自分は土日でも、仕事があるとき
は極力出勤しているのに、彼はずっと
休んでいるよね」といった具合です。
私はこの発言の裏で、彼が、本当は何
を求めているのかを考え、この場合に
は「自分を評価してほしかったのだな」
と受け止めています。その評価が金
銭なのか何なのか。あるいは現在の
制度を変えてほしいといった希望かも
しれません。だからまずきちんと話し
合わなければと思っています。不公平

感の解消としては、他にも「有給休暇
をとった人が駄目という評価は会社は
しない」と決めており、また女性の時
短に関しては「賞与の査定には反映し
ます」ということを就業規則はもちろ
んですが、他の従業員にも伝えるよう
にしています。
上田　当社の場合、錦市場の店と百
貨店に入っている支店で働く人の間
で不公平が生じています。例えば正
月の営業。百貨店では西宮は元旦か
ら、梅田は2日から営業、錦は3日から
営業です。しかし、百貨店で働くには
それなりのメリットもあります。そこで
そのメリット、デメリットをはっきりさせ
て、勤務地をどこにするか、まずスタッ
フに自分で選ぶようにさせています。
全従業員合わせても十数名ですが、
全員一緒というのは難しいですね。

女性が輝くためには
男性も輝くことが必要

田村　仕事に対する考え方をもう少
し多様化していく必要があると思いま
す。現在は同質性、均質性を強く言い
過ぎているのではないでしょうか。だ
から「あいつ、早く帰るから不公平だ」
といった意見が出る。仕事ってなんだ
ろう、職場ってなんだろう。そこから問
い直さなければならないでしょう。今
いる人たちを長く働かせるという観点
ではなく、もっといろいろな人にいろ
いろな働き方を提示することで、結果
的に事業を継続させる。そういう考え
方がもっとあっていいと考えます。
　ISO20400に関する質問がきてい

ます。今、ISOで調達に関するガイド
ラインを議論しています。社会的責
任に基づいた調達の基準、国際基準
を作ろうということで、早ければ2017

（平成29）年にも発行する予定です。
食品など業種、業界によってはかなり
影響があると思います。
　それから「女性の社会参画が男性
並みに働くことを基準に考えられてい
るのではないか」という質問。これは
障がいのある人でも外国人でも同じ
ですが、今までのやり方をゆるぎない
ものとして、そこにいろいろな人を当
てはめていこうという考え方はもう続
きません。いろいろな人に配慮した職
場づくりは、地方の中小企業に面白い
事例がたくさんあります。それらの企
業は人手不足に悩み苦労しており、そ
こで工夫をして働きやすい職場をつ
くっているのです。ぜひ発想を変えて、
誰もが働きやすい職場という方向に早
く舵を切っていただきたい。今、職場
で不快な思いをされている人がいな
いか。これまでの職場慣行を改めるべ
きところはどこなのか。そこから点検
し改善していただきたい。それでは最
後にお二人から一言いただきます。
上田　障がい者雇用を深く考え過ぎ
ない。難しく考えない。「障がい者やか
ら」と考えたら答えが出てきません。
何も考えずに「一緒に楽しく働けたら、
いいんじゃないの」。これに尽きます。
障がいがあろうがなかろうが関係なく、
みんなでニコニコわいわい楽しく働く。
これが一番いいと感じています。
古志野　女性の登用とか活躍が言わ
れていますが、今までそうしたことに
気がつかず取組みをしてこなかった会
社の、とりわけ男性が、そこに気がつ
き変わってもらいたい。輝いてもらい
たい。男性が輝けば女性も輝きます。
女性だけが輝く会社は絶対にないと
思っています。
田村　本日はありがとうございまし
た。
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●CSRの具体的な姿が体系的に理解できました。
●実際に行われている事例が参考になりました。
●CSR研修に生かしたいと思います。
●まずできる事を具体化し、取組みを進めていき

たいと考えています。
●事例発表の2社はそれぞれ良い理念を持って

おり、素晴らしかったです。
●無料でこういうセミナーがあり、参加しやすく勉

強になりました。
●障がい者雇用の話に興味をもちました。
●７月にＣＳＲ教育を強化して従業員の意識を確固た

るものにしようとしている最中であり、今日のセミ
ナーのような事例を積極的に参考にさせていた

だきたいと思いました。
●実際の導入事例を参考にして、自社制度の見直

しなどを考えることができました。
●何度かＣＳＲのセミナーに参加しましたが、今回

が一番良かったです。話の内容が具体的で、分
かりやすかったです。特に水尾先生の話し方が
面白く、分かりやすく、飽きることがありません
でした。

●“小さな気付き”の大切さを教えていただけたと
思います。

●自分の会社でも何かができると思うので、改善
していきたいと思います。

●賃金、技術以外でアピールできる人権を重視
することで、人材の定着や採用につなげたい
と思いました。

●とても参考になりました。事例発表した企業の工
場見学をしてみたいと思いました。

●会社経営のヒントがいろいろあり良かったです。
●なぜ人権が大切かよくわかりました。
●CSRの定義を含め社内で活動を始めたいです。
●就職活動をしている学生などにも本日のような

事例紹介（説明会などでは聞けない部分）を聞

く機会が増えれば、就職率低下や、正規雇用の
促進にもつながると思います。

●次回も参加して勉強していきたいと思いました。
●経営者となって数か月で、現状は決して良い

状況ではなく迷っているところでしたが、今後、
どうしていけば良い方向に向かうのか、ヒント
となりました。

● A型事業所障害者雇用施設です。障がいのあ
る人ができる事を探し、一つ一つ研修していき
たいと思いました。

●パソコン要約筆記は、耳の不自由な方でなく
とも、聞き逃した部分の復習にもなったので良
いと思いました。

●2社とも多種多彩な助成金を上手に利用して
いる事例でした。当社も参考にしたいです。

●教育現場のＯＢですが、企業と人権という視点
での研修が新鮮でした。

●基調講演、事例発表、パネルディスカッション、
どれも実りある考えさせられる内容でした。

●ダイバーシティや人権の考え方が理解できまし
た。職場で共有化し進めたいです。

●中小企業の経営者自身が、従業員とのコミュニ
ケーションをしっかりとっておられることが分か

り、常に会社と働く人の幸せを考えていることが
よく分かりました。

●現状に満足することなく、良いことは、改善でき
るようにしたいと思います。多様化を広めたいと
思います。

●ダイバーシティ、ＣＳＲとも何ができるか考えてみ
ます。よい機会になりました。

●企業の社会的責任と人権の取組みが社会的問
題として理解できました。

●今までの自分の働き方について固定観念にしば
られていたことに気付き、それを変えていこうと
思いました。

北九州会場
Kitakyushu
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Voice
セミナー参加者の声

セミナー終了後、参加者の皆様にお答えいただいたアンケートの一部をご紹介します。

浜松会場
Hamamatsu

京都会場
Kyoto



【ＣＳＲ】（Corporate Social Responsibility）＝ 企業の社会的責任
　企業は社会を構成する「企業市民（Corporate Citizen）」であり、社会を構成する一員としての社会的役
割と責任がある、という考え方。企業が提供する商品やサービスには違いがあることから、企業の取組みは、
人権尊重、法令遵守、情報開示、環境への配慮、社会貢献活動などに関し、業種により多種多様となる。

【ＣＳＶ】（Creating Shared Value）＝共通価値の創造
　従来のCSRが、人権尊重、法令遵守、情報開示、環境への配慮、社会貢献活動など、本業の周辺として
の取組みであったのに対し、企業が本業を通じて社会的課題の解決に取り組むことにより、経済的な価値
も創造されるという考え方。2011年にハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱した。

【IＳＯ ２６０００】
　ISO（国際標準化機構）は、工業標準の策定を目的とする国際機関で、さまざまな規格の標準化を行って
いる。よく知られたものとして、品質管理に関するISO9000、環境に関するISO14000などがある。また、
ISOでは、「SR（社会的責任）」に関する規格化の作業を進めていたが、ISO26000として2010（平成22）年
11月1日に発行した。

【ＪＩＳ Ｚ ２６０００】
　社会的責任（SR＝Social Responsibility)に関する国際規格ISO26000をJIS（日本工業規格）化した
もの。ISO26000発行後、国内のさまざまな関係者から、ISO26000を広く普及させることを目的にJIS
化を求める声があがり、経済産業省は、ISO26000の内容をそのままにJIS化を進め、2012（平成24）
年3月21日に官報に公示した。企業をはじめ、地方公共団体、医療機関、学校、NPOなどのあらゆる組織が、

“社会の一員”として持続可能な発展（サステナビリティ）に貢献するための指針（ガイダンス）となる内
容となっている。あらゆる組織が守るべき「７つの原則」と、取り組むべき「７つの中核主題」を掲げ、さらに、
中核主題ごとに『 課題 』があげられている。

【コンプライアンス】（Compliance）＝ 法令遵守
　企業・団体が、関連する法令や諸規則を守ること。さらには、社会的な良識や規範、倫理を守ることが含
まれることもある（その場合は、“法令等遵守”と呼ばれる）。

７つの
原則

説明責任

透明性

倫理的な行動

ステークホルダーの利害の尊重

法の支配の尊重

国際行動規範の尊重

人権の尊重

７つの
中核主題

組織統治

人権

労働慣行

環境

公正な事業慣行

消費者問題

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
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【グローバル・コンパクト】（Global Compact）
　グローバル・コンパクト（GC）は、企業が守るべき原則として、国連のアナン事務総長（当時）が1999（平
成11）年1月の「世界経済フォーラム」（ダボス会議）で提唱した。当初、「人権」「労働基準」「環境」の3分野
の9原則であったが、2004（平成16）年6月に「腐敗防止」に関する原則が追加され、現在は4分野・10原
則となっている。
　GCに自主的に参加する企業は、年1回は、原則支持のためにどのような努力をしたのかを国連に報告す
る。国連は、他の企業などの参考とするため、各GC参加企業の報告をインターネット上で公表している。
＊国連グローバル・コンパクト事務局 ウェブサイト〔英語〕　　http://www.unglobalcompact.org/
＊グローバル･コンパクト･ジャパン･ネットワーク ウェブサイト〔日本語〕　http://www.ungcjn.org/

【ＧＲＩ】（Global Reporting Initiative）＝ グローバル・リポーティング・イニシアチブ
　企業は、ステークホルダーへの説明責任や情報公開の手段の一つとして、報告書の作成が求められるが、
従来の事業報告書ではなく、環境や社会的責任への取組みを含む報告書のガイドラインを作成している団体。
＊GRI ウェブサイト〔英語〕　http://www.globalreporting.org/

【ステークホルダー】（Stakeholder）＝ 利害関係者
　消費者、従業員、株主、取引先、地域社会など、企業を取り巻く利害関係者を意味する。広く社会全体や
地球環境を含む考え方もある。

【トリプル・ボトムライン】（Triple Bottom Line [TBL]）
　ボトムラインとは、決算書の最終行、つまり、収益・損失の最終結果を意味する言葉。「トリプル･ボトム
ライン」とは、企業活動を「経済」・「環境」・「社会」の3つの視点から捉えて評価するという考え方。この
考え方は、英国のサステナビリティー社（環境コンサルティング会社）のジョン・エルキントン氏によって初
めて提唱された。

グローバル・コンパクト／4分野 ―10原則

【人権】 原則 1．企業は国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである
原則 2．企業は自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである

【労働】 原則 3．企業は結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持すべきである
原則 4．企業はあらゆる形態の強制労働の撤廃を支持すべきである
原則 5．企業は児童労働の実効的な廃止を支持すべきである
原則 6．企業は雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである

【環境】 原則 7．企業は環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持すべきである
原則 8．企業は環境に関するより大きな責任を率先して引き受けるべきである
原則 9．企業は環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである

【腐敗防止】 原則10．企業は強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである
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●担当者向け  （ A4/48頁 ）

企業の人権啓発担当者が
社 内 にお ける啓 発 活 動を
行うた め の 参 考 資 料。 人
権研修の実践のヒントとし
て活用できます。

「CSR」で意識が変わる　　　　
企業は伸びる
企業の一人ひとりに“わかるCSR” を

●取組事例ビデオ  （ DVD ）

「企業の社会的責任と人権」
セミナーで発表いただいた
実践事例の中から、企業に
とって関心の高いテーマに
関する5つの事例を映像で
紹介。
※YouTube 「人権チャンネル」でも視聴可能
https://www.youtube.com/jinkenchannel

企業活動に
人権的視点を
CSRで会社が変わる・社会が変わる

●従業員向け  （ A4/28頁 ）

企業で働く人のための人権
啓発冊子です。企業の社会
的責任と人権に関する基本
的な事柄をわかりやすくま
とめています。

「CSR」で見えてくる
明るい明日
一人ひとりが考える“CSRと人権 ”

●えせ同和行為　　　　　
　対応リーフレット  （ A4/4頁 ）

えせ同和行為にどのように
対処したらよいのか、簡潔
にまとめたリーフレット。読
みやすく、一般向け配布に
最適です。

えせ同和行為には… 　　　　　　
みんなでNO！
対応のポイント

お問合せ・お申込先 
公益財団法人  人権教育啓発推進センター　
〒 105-0012
東京都港区芝大門 2-10-12　KDX 芝大門ビル 4 階
TEL.03-5777-1802　FAX.03-5777-1803　
ホームページ　http://www.jinken.or.jp

●経営者向け　 （ A4/28頁 ）

企業経営に人権の視点を
取り入 れ た CSR経 営 の 必
要性、重要性をまとめた冊
子です。 経営者の意識が
CSR経営には不可欠です。
是非、ご一読ください。

「CSR」で会社が変わる、
社会が変わる
社員一人ひとりに“生きたCSR” を

 パンフレット・DVD をご希望の方

公益財団法人人権教育啓発推進センターのホームページから
申込用紙をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、
ファックスでお申し込みください。

 ホームページ　
http://www.jinken.or.jp/archives/882

 FAX

03 - 5777 - 1803
※在庫切れの場合もあります。あらかじめご了承ください。
※ 大量部数をご希望の場合は、事前に人権センターまでご相談く

ださい。

こちらから、パンフレット等を
PDFデータにて閲覧可能です。
中小企業庁  人権啓発支援事業に係るパンフレット

取組事例ビデオは、YouTube 
「人権チャンネル」で視聴可能です。

検索中企庁　人権パンフ 検索人権チャンネル

http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/ https://www.youtube.com/jinkenchannel

Information
企業の社会的責任（CSR）・人権啓発パンフレット・DVDのご案内



平成２7年度
「企業の社会的責任と人権」セミナー［実施実績］

平成26年度経済産業省中小企業庁委託
企業におけるCSR・人権に関する取組み事例ビデオ

企業活動に人権的視点を
 ～ CSRで会社が変わる・社会が変わる～

「『企業の社会的責任と人権』セミナー」2002（平成14）〜 2014（平成
26）年度に登壇した企業の一部の事例に、専門家の解説等を加え、映像
化したもの（DVD）を人権ライブラリーで貸し出しています。

人権ライブラリー　

http://www.jinken-library.jp

また、同ビデオは、動画共有サイト YouTube「人権チャンネル」にて
ご覧いただけます。

YouTube 「人権チャンネル」　

https://www.youtube.com/jinkenchannel

こちらからも視聴可能です

http://www.jinken.or.jp/information/jigyou/event/seminar

このパンフレットは、2015（ 平成27 ）年度に北九州、浜松、京都で
開催した「 企業の社会的責任と人権 」セミナーを基に作成したもの
です。

2016（平成28）年12月発行

 基調講演

従業員（職員）のやる気を起こさせる“CSRと人権・労働”
～強く、やさしい、しなやかな組織をめざして～

水尾順一 
駿河台大学経済経営学部教授
同大学院総合政策研究科教授
日本経営倫理学会副会長
一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員

 企業における事例発表

１ ワーク・ライフ・バランスの取組みについて
   株式会社ふくや

２ 障がいを乗り越え一人の働き手に キャストも輝くステージ
   日本ウエストン株式会社

 パネルディスカッション

企業規模の大小にかかわらず社会的責任を果たすことができる

北九州会場
Kitakyushu

【日時】 2015（平成27）年11月25日（水） 
13：30 〜17：00

【会場】 ウェルとばた 中ホール
（福岡県北九州市戸畑区汐井町1-6）

 基調講演

企業の社会的責任と人権
～国際的視点と企業の役割～

田中宏司
一般社団法人経営倫理実践研究センター 理事・首席研究員
東京交通短期大学名誉教授（元学長）
元「ISO/SR国内委員会」委員
元「ISO26000JIS化本委員会」委員

 企業における事例発表

１ 小さな町工場の挑戦　〜社員を幸せにするバランス経営〜

   沢根スプリング株式会社

２ 手サイクルで広げる「ありがとう」の輪
   三洋商事株式会社

 パネルディスカッション

経営理念への共感が多様な従業員の心をひとつにする

浜松会場
Hamamatsu

【日時】 2015（平成27）年12月17日（木） 
13：30 〜17：00

【会場】 えんてつホール
（静岡県浜松市中区旭町12-1
 遠鉄百貨店新館8F）

 基調講演

広がる企業の社会的責任
～これからのCSRと人権について～

田村太郎
一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事
復興庁復興推進参与

 企業における事例発表

１ 一番の財産は多様な人財力　
　　～我が社の取組事例より～

   株式会社長岡塗装店

２ 我が社の無理のない取組み
   株式会社かね松老舗

 パネルディスカッション

みんながニコニコ楽しく働ける職場を目指して

京都会場
Kyoto

【日時】 2016（平成28）年1月28日（木） 
13：30 〜17：00

【会場】 京都テルサ  テルサホール
（京都府京都市南区東九条下殿田町70）

　


